
午前１０時５分 開会

○議長（嶋本五男君） おはようございます。ただ

いまから平成１２年第１回泉南市議会定例会を開

会いたします。

出席議員が法定数に達しておりますので、会議

は適法に成立いたしました。

本定例会には、市長以下関係職員の出席を求め

ております。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１５番 上野健二君、１

６番 重里 勉君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日

３月６日から３月２７日までの２２日間といたし

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って会期は、本日３月６日から３月２７日までの

２２日間と決定いたしました。

次に、日程第３、市長の市政運営方針について

を議題といたします。

市長から市政運営方針について発言を求めてお

りますので、これを許可いたします。市長 向井

通彦君。

○市長（向井通彦君） おはようございます。平成

１２年第１回泉南市議会の開会に当たり、市政運

営に対する基本的な考え方と主要施策の推進につ

きまして、私の所信の一端を申し上げ、議会議員

各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りた

いと存じます。

記念すべき新しい千年紀を迎える期待とコンピ

ューター西暦２０００年問題、いわゆるＹ２Ｋの

対応など、希望と不安の交錯した昨年末でありま

したが、西暦２０００年を迎え、心配しておりま

したコンピューター問題は大きなトラブルもなく、

またマスコミ等では、世界各都市が西暦２０００

年を迎える喜びの表情を、まるで人工衛星が地球

を一回りするかのごとく報道されており、まさに
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地球時代の到来を肌で感じたところであります。

また、ことしは本市にとりましても、昭和４５

年７月１日の市制施行以来３０周年を迎え、千年

紀とあわせて記念すべき年であり、市政運営に対

する情熱と責任を新たにしたところであります。

さて、我が国の経済は、バブルの崩壊以来、長

期化した景気低迷により、将来を見据えがたい状

況下にあり、いまだ経済不安を完全に払拭できな

いのが現状であります。政府においても、これま

で類を見ないさまざまな緊急経済対策が講じられ、

昨年１１月に景気回復と経済構造改革を一段と推

進するための経済新生対策が決定されたのも記憶

に新しいところであります。

このように途絶えることのない財政出動による

経済対策により、景気は緩やかな改善傾向の兆し

が見受けられますが、まだまだ金融システムの不

安、雇用の不安などが山積し、力強い自律的回復

には至っていないと考えております。

今後、政府においても雇用不安を払拭して、冷

え込んでいる消費需要の拡大など、民需中心の本

格的な景気回復を呼び込む経済対策が求められて

いると考えております。

このような社会情勢の中、自治体を取り巻く環

境変化も激しく、平成１２年４月からは、これま

での国、自治体の役割を大きく変化させるいわゆ

る地方分権一括法も施行されることとなり、今後

各自治体にとっては、限られた財源でなお一層の

行政施策の手腕が問われるところであります。

さらに、現在、泉南地域広域行政推進協議会で

新しい広域行政圏計画の策定を進めているところ

であり、圏計画を踏まえ広域的視野に立った行政

を進めていかなければならないと考えております。

このような状況下、本市におきましてはこれま

で、行政サービスの低下をできるだけ避けながら、

財政の健全化に向けて、行財政改革大綱に基づき

行財政改革に取り組んでまいりました。平成１１

年度に、平成９年度から３カ年の実施計画も目標

年度となり、終了後、直ちに成果について評価分

析を行い、次のステップヘと発展させてまいりた

いと考えております。

一方、関西国際空港につきましては、昨年７月

２期事業が着工され、平成１９年（２００７年）



の平行滑走路供用開始を目指して、目下順調に進

捗しているところであります。

特に、空港連絡南ルートにつきましては、その

実現を目指し、昭和６１年から積極的に取り組ん

でまいりましたが、今日までの市、市議会、さら

には各界各層による粘り強い要望活動により、空

港連絡南ルートを含む関西国際空港周辺地域交通

ネットワーク調査として、国を中心に新年度にお

いて実施されることになりました。

また、空港連絡南ルート等の関西国際空港周辺

地域の交通アクセスの整備促進に向け、協議調整、

さらには関係機関への要望活動等を行うため、大

阪、和歌山の府県境を越えた関係自治体によって、

仮称「関西国際空港南ルート等早期実現期成会」

を新年度の早い時期に発足させる予定であります。

関西国際空港南ルートが長年の願いでありまし

た本市にとりまして、新年度がその実現に向けて

大きな一歩を踏み出す画期的な年となるよう努力

してまいりたいと考えております。

さらに、先ほど申し上げましたように、ことし

は本市にとりまして昭和４５年７月１日の市制施

行以来３０周年の年であり、市民の方々ともこの

記念の年を祝い、来る２１世紀へ夢と希望を引き

継いでまいりたいと考えております。

私は、「水・緑・夢あふれる生活創造都市」を

スローガンに、行政各般にわたり生活に密着した

個性と魅力あるまちづくりを進めてまいります。

特に、直接市民の方々との対話を通じ、生の声

を拝聴するとともに、本年４月より施行いたしま

す情報公開条例の趣旨を基本に、開かれた市政、

公正、公平な市政を堅持してまいります。

今後とも恵まれた自然や文化を大切にしながら、

臨空都市にふさわしいまちづくり、本市の独自性

を生かした個性と魅力あるまちづくりを目指し、

行政改革に取り組みながら創意工夫を凝らし、来

る２１世紀を夢世紀と位置づけ、夢と希望のある

２１世紀を展望してまいる決意でございます。

以上申し上げました観点に基づき、平成１２年

度当初予算につきましては、限られた財源の中、

削減するところは徹底して削減しながらも、将来

を見据え、必要な予算については勇気を持って計

上し、市民生活はもとより、将来の泉南市の発展
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のため編成したものであります。

予算案の総額は、一般会計で２０７億９，３８０

万円、特別会計で１７６億４，８１０万３，０００円、

合計いたしますと３８４億４，１９０万３，０００円

でございます。

以下、主要な項目について、予算案を中心に御

説明申し上げます。

総合計画の体系に沿い、「安心して住めるゆと

りと安らぎのあるまち」に関する施策から御説明

申し上げます。

住環境の整備についてでございますが、泉南市

民にとってかけがえのない共有の財産であります

水と緑など恵まれた自然は、人間性の回復といや

しの源泉であるとの信念のもと、これまで自然と

調和のとれたまちづくりを進めてまいりました。

来る２１世紀に人類が持続可能な発展を遂げて

いくためには、地球環境の保全が最重要課題であ

ると認識しており、そのためには地域から自然と

の共存共生の信念に基づく施策を展開していくこ

とが不可欠であると考えております。そのため新

年度には、環境負荷を可能な限り低減し、地球環

境に優しい施策を行政が率先して実施し、さらに

は市民、事業者に環境に対する連携を求め、地域

を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。

まず初めに、新年度に簡易な天然ガスステーシ

ョンを市役所敷地内に設置するとともに、天然ガ

スを燃料とする低公害車を初めて２台導入し、環

境への負荷を軽減するとともに、その性能等を確

認しながら、今後更新についても検討を行い、こ

の車を通じて環境問題に対する市民の意識を啓発

してまいりたいと考えております。

また、近年、社会問題として大きくクローズア

ップされたダイオキシン対策につきましては、平

成１１年度より清掃工場で実施しておりますダイ

オキシン発生防止のための大規模改修も来年度中

に完成の運びとなり、基準値であります１ナノグ

ラム以下に抑制されるものと判断しております。

さらに、ごみ問題の根本的な対策といたしまし

ては、本年４月１日から実施されます容器包装リ

サイクル法に基づくペットボトル以外のその他プ

ラスチック類の分別収集を実施するとともに、家

庭用生ごみ処理機の普及策として、購入のための



補助制度を新たに創設してまいります。こうした

施策を通じてリサイクルやごみの減量化に努める

と同時に、市民参加による環境問題への意識を高

め、実践に移していける土壌をつくってまいりた

いと考えております。

また、昨年より市のホームページに環境家計簿

のモデルを掲示し、だれでもダウンロードして利

用できるものとしており、広く環境意識の向上に

努めてまいります。

さらに、都市環境の整備と公共用水域の水質保

全を目的とした下水道整備事業につきましては、

流域下水道幹線が新年度には新家地域まで延伸整

備されるとともに、面整備におきましても普及率

が３０％近くになり、順調な伸びを示しておりま

す。また、浸水対策の雨水管も平成１１年度で概

成し、今後は、厳しい財政状況ではありますが、

流域下水道幹線の整備に合わせて汚水の面整備を

効率よく実施してまいります。

また、上水道につきましては、水需要に対する

供給の安定性や供給水質の向上、並びに災害に強

い水道施設の構築を図るため、第７次拡張整備計

画に基づき新家地区の送配水設備の整備など総合

的な整備に努めてまいります。

一方、市民の身近なコミュニティの場でもある

公園整備につきましては、昨年から防災機能を持

つ都市公園として、牧野公園整備事業に着手し、

新年度には用地買収及び整備工事を行い、市民に

親しまれる公園として完成を急いでまいりたいと

考えております。また、既存の公園やチビッコ広

場等の利用を促進するため、今後とも適正な維持

管理に努めてまいります。

次に、安全で便利なまちづくりでございますが、

未曾有の被害をもたらした阪神・淡路大震災から

早くも５年が経過しました。この震災は、私たち

に数多くの教訓を残してくれました。その教訓を

生かし、あらゆる災害に対応できる安全なまちづ

くりを進めていかなければならないと考えており

ます。

そのため、新年度には、小学校校舎と市営住宅

の耐震診断を実施するとともに、消防車２台の配

置と樽井分団車庫の新築、並びに防火水槽の改修

をしてまいります。
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また、災害が発生した場合には、被害を最小限

に食いとめるため、昨年策定しました自主防災組

織活動マニュアルを広く地域住民に普及するとと

もに、災害時に市職員が実施しなければならない

災害時の初動活動の内容を具体的に取りまとめた

職員災害初動マニュアルの作成作業に着手いたし

ます。さらに、万一の災害に備え、アルファ化米、

乾パンなどの災害備蓄品の充実に努めてまいりま

す。

一方、市民生活や地域の産業活動に密着した道

路網の整備につきましては、りんくうタウンを縦

断する泉佐野田尻泉南線の４車線化が完成し、こ

としの夏には供用開始される予定でございます。

また、泉佐野岩出線の改良工事も順調に進み、市

内の広域幹線道路網の充実が一層図られるところ

であります。

また、新年度には、市内の通過交通を円滑にす

るとともに、地域住民の利便性の向上に努め、市

民生活と密接なつながりのある道路の改良整備を

行ってまいります。特に砂川樫井線につきまして

は、懸案となっておりました物件補償を来年度に

は終了し、一日も早い完成に全力を挙げてまいり

ます。

また、情報網の整備につきましては、一昨年に

開局されましたＣＡＴＶ事業のケーブルネットも

順調に進み、加入者も増加し、行政情報を初め市

内の各種団体の活動を伝達する新たな手段として

徐々に根づいてきております。さらに、このケー

ブルを利用したインターネットの加入も増加して

おり、市のホームページにも健康検診や催しの案

内等を掲載し、市民生活に密着したきめ細かな情

報の発信を進めており、今後も計画エリア内の早

期整備に努めてまいります。

次に、「豊かな人間性をはぐくむ教育と文化の

まち」につきまして、施策の御説明を申し上げま

す。

まず、生涯学習体制の整備についてでございま

すが、少子・高齢化、情報化の進展など社会環境

の変化、人々の生活意識や価値観の多様化などに

伴い、生涯にわたって学習意欲を持つ人々が増加

する中、個々の年齢層やニーズに対応した多様な

学習機会や学習情報の提供等、生涯学習体制を推



進する必要があると考えております。

学校教育につきましては、少子化が進む中、次

世代を担う人材を育成する場として、すべての児

童・生徒が心身ともに健やかに育ち、正しい判断

力と実践力を養い、人間性を培うことができるよ

う教育環境の整備を積極的に進めてまいりたいと

考えております。

そのため、平成１１年度には信達小学校の体育

館の改築に着工し、間もなく完成する運びとなっ

ており、新しい体育館で最初の卒業生を送り出す

ことができるものと考えております。

新年度には、懸案となっておりました校舎の耐

震診断を初めて実施し、その診断結果に基づき、

防災上も配慮した改修を順次進めてまいりたいと

考えております。平成１１年度より実施しました

小学校へのコンピューター導入も引き続き整備し、

情報化社会に向け対応を進めてまいります。

また、幼稚園、小学校、中学校におきまして、

施設の維持修繕、改修を引き続き実施し、教育環

境の向上を通じて、児童・生徒の健全な育成に努

めてまいります。

さらに、国際化の進展に伴い、中学校において

ネイティブイングリッシュ（母国語が英語である

人が話す英語）の体験授業として、専門の講師派

遣を行い、英会話力と国際感覚の向上に努めてま

いります。

一方、幼椎園、小学校、中学校において、総合

的な学習の時間として、地域にお住まいの特技や

才能をお持ちの方々に指導していただき、学校の

公開と地域交流や世代間交流も教育の場で実施し

てまいりたいと考えております。

次に、市民文化の創造についてでございますが、

成熟社会を迎え、人々の価値観は、機能性や効率

性を重視する考え方から、心の豊かさや生きがい

を重視する考え方に変化し、多くの人々は芸術文

化に接し、またみずからも創作活動に参加し、多

様で個性的な文化をより身近に求めるようになっ

てきたと認識しております。

本市におきましては、公民館、文化ホールを中

心に、文化的環境の整備を初め、市民が文化、芸

術に親しむ機会の提供に努めてまいりました。ま

た、歴史文化の情報発信基地として整備しました
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埋蔵文化財センターにおきましても、歴史フォー

ラムを初め各種の展示会、講座等も年々定着し、

リピーターの方々もふえつつあります。

新年度には、これらの各種講座や催しについて

も、公民館、図書館、文化ホール等関係施設と連

携し、施設の有効利用を図ってまいります。また、

埋蔵文化財センターにおきましては、海会寺跡広

場とあわせて、郷土の歴史文化に親しむ場と同時

に、地域のアメニティの場としても活用を図って

まいりたいと考えております。

さらに、青少年海外研修派遣事業につきまして

は、平成１１年度より少年・少女短期体験留学事

業として、国際感覚を体験するという企画のもと、

オーストラリアヘ派遣し、現地の学校で授業を受

けたりホームステイを経験したりと内容を一新し、

参加者の方々には貴重な体験をしたとの感想をい

ただいております。本事業につきましては、新年

度も引き続き実施してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、差別のない社会の実現についてで

ございますが、人権は、人間が人間として生まれ

ながらに持っている個人として尊重される基本的

な権利であり、日本国憲法において、すべての国

民は法の下に平等であり、その人権は何人にも侵

すことのできない権利と明記され、人類普遍の原

理であるとし、人間の自由と平等を保障していま

す。すべての人々が真に人間として尊重され、さ

らに人権が守られ、差別のない公正な社会の実現

が強く望まれていると認識しております。

この認識のもと、本市では「泉南市部落差別な

どあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例」

を制定し、さらに、人権問題を総合的に対処する

ための人権推進部の設置と施策の充実に努めてま

いりました。

新年度につきましては、市民の人権意識の高揚

を図り、真の人権問題の解決に向け、人権啓発推

進協議会の活動支援や憲法週間、人権週間など、

広く市民を対象とした講演会の開催や啓発活動を

積極的に推進してまいります。

同和問題につきましては、これまで正しい理解

と認識を深めるため、啓発事業を積極的に実施し

てまいり、一定の成果が得られたものと判断いた



しますが、今なお完全に解消されたとは言いがた

く、今後も実態に即した総合的な対策を推進して

まいりたいと考えております。

女性施策につきましては、男女が真に対等な立

場で協働できる男女共同参画社会の形成が必要で

あり、女性の基本的人権の尊重と、その個性や能

力を十分に発揮できる環境づくりが大切であると

考えております。

そのため、平成６年度に計画されました女性行

動計画「せんなん女性プラン」における第１次行

動計画も、平成１３年度の達成年度も近づくに当

たり、新年度には女性問題意識調査の実施を行い、

今後の女性施策の資料とするなど、男女共同参画

社会に向け積極的に対応してまいります。

また、最近、新聞、テレビ等のマスコミで報道

されております児童虐待問題を初め、子供たちの

人権についても、家庭や地域と教育、保健、福祉

の各関係機関との相互連携を深めるとともに相談

機能の充実に努め、子供たちの健全育成のための

環境整備に努めてまいります。

さらに、本市の重要な施策であります平和施策

につきましては、新年度におきましても８月を平

和月間と定め、平和講座や展示会を催し、戦争の

悲惨さや平和のとうとさを市民とともに市内外へ

伝えてまいりたいと考えております。

次に、「健康と思いやりでいきいきと暮らせる

まち」につきまして、施策の説明を申し上げます。

まず、市民の確康づくりについてでございます

が、生涯にわたり健康な生活を営むためには、医

療・保健・福祉の総合的な連携が必要であり、特

に現在のように生活様式の変化や高齢化社会の進

行により、慢性疾患の増加など疾病構造が変化す

る中、疾病の予防と健康の増進が一層重要であり、

市民の主体的な健康づくりを支援していく必要が

あると考えております。

そのため、平成１１年度より実施しております

基本健康診査と各種がん検診や骨密度測定などを

総合的に診査するセット検診をさらに充実すると

ともに、コンピューターを利用したコンピュータ

ー検診や、その検診結果から疾病の種類や傾向を

統計的に処理し、データバック事業にも着手して

おります。

－１１－

さらにまた、従来から実施してまいりました定

期的な健康診断や各種の検診も引き続き実施する

とともに、健康に関する情報や検診の情報をケー

ブルテレビやホームページにも掲載し、これらを

活用していただくことにより市民の主体的な健康

増進を支援してまいります。

また、地区の公的医療機関として期待の大きい

済生会泉南病院の早期整備に向け、りんくうタウ

ンに福祉・医療・保健ゾーンとして土地の造成工

事も着工され、まず、特別養護老人ホームの平成

１２年度の完成に向け、ことし３月には着工とな

る予定でございます。市といたしましては、さら

にこの済生会泉南病院及び老人保健施設が早期に

整備充実されるよう、大阪府を初め関係機関に引

き続き強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

国民健康保険事業につきましては、一定の改善

は図られつつありますが、なお多額の累積赤字を

抱える状況にあり、赤字の原因の１つであります

保険税の滞納の解消に努めるとともに、一般会計

からの繰り出しを行い、被保険者の負担軽減を図

るとともに、引き続き国や府に対して負担の軽減

を働きかけてまいります。

次に、福祉都市の実現に向けてでございますが、

我が国は世界に類を見ないほど高齢化が急速に進

む一方、少子化の傾向が強くあらわれてまいりま

した。そのため、高齢化社会を支える青少年も含

めた各世代の意識啓発が必要であり、地域の方々

の理解と協力を得て、医療・保健・福祉の総合的

な体制整備が必要と考えております。

新年度から実施される介護保険制度は、来る２

１世紀の高齢化社会の中で、高齢者の方々が地域

で安心して生活できる環境整備をしていくため、

介護の負担を国民全体で支え合う制度であり、そ

の趣旨を十分に踏まえ、本市の高齢者福祉の中核

をなすものとして高齢者施策全般との調和を図り、

医療・保健・福祉が相互に連携し、制度の円滑な

導入を図る必要があります。

このことから、本市の要介護高齢者すべてが必

要な介護サービスを受けることができるよう、サ

ービス需要に対応できる供給体制の確保に努める

とともに、本制度の対象外となる高齢者につきま



しても、ひとり暮らし等介護予防や生活支援が必

要な方々が安心して生活が送れるよう、これまで

の福祉サービスの水準を低下させることのないよ

う在宅福祉の充実など高齢者施策に取り組んでま

いりたいと考えております。

また、新年度から、在宅の高齢者を地域ぐるみ

で援助、介護等を行う街かどデイハウス事業を実

施するとともに、ひとり暮らしのお年寄りに対す

る給食サービス事業の一層の充実を図るなど、地

域の高齢者がだれでも安心して生活できる環境づ

くりに努めてまいります。

さらに、総合的な福祉活動の拠点である総合福

祉センターにおきましては、障害者（児）、高齢

者、母子（父子）家庭等の福祉の増進と市民参加

による地域福祉の促進を図るため、また、多様で

新しい市民福祉に対応した各種相談や教養講座を

初め、福祉サービスの提供に努めてまいります。

次に、「空港とともに産業が栄える活力のある

まち」につきまして、施策の御説明を申し上げま

す。

まず、農林水産業の振興についてでございます

が、人間と自然が共存共生していく上で、農林水

産業は本市の主要産業であり、その振興を図るこ

とは、食科の供給という重要な役割を果たしてい

く上で不可欠であるというだけではなく、防災上、

環境保全といった観点からも極めて重要であると

認識しております。そのため、今後、ソフト、ハ

ード両面からの施策の推進に努めてまいります。

まず、ハード面としましては、かるがも計画の

推進、アクセス道路、水道などの環境整備、花卉

農家の移設に向けた経営改善事業などを進め、農

業公園の整備に努めてまいります。次に、新家地

区で実施しておりました農業用水のパイプライン

も新年度に完成の運びとなり、用水の安定供給が

可能となります。また、ため池の改修事業も実施

してまいります。

また、林業の振興といたしましては、長谷東山

堀河林道の工事着手と既設林道の維持に努めてま

いります。

ソフト面としましては、本市の地理的条件を有

効に生かした高収益型の農業生産体制の確立や農

業従事者の育成を図りつつ、経営基盤の安定化に
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対する助成等を行ってまいります。

さらに、漁業につきましても、引き続き岡田浦、

樽井の両漁業協同組合に対する助成を行うととも

に、漁業環境整備の一環として海岸の美化清掃を

実施してまいります。

次に、商工業の振興についてでございますが、

景気の緩やかな改善が続いていると言われており

ますが、まだまだ自律的回復には至っておらず、

予断を許さない状況にあります。国におきまして

は、冒頭に申し上げましたとおり、種々の景気回

復策を講じられているところでありますが、今な

お雇用不安や経済不安が払拭されない状況であり、

景気回復の大きな要素であります消費需要の拡大

に至らず、まだしばらく厳しい時期が続くのでは

ないかと考えます。

そのため、本市でも、数多い中小企業の経営安

定と活性化を図るため、泉南市中小企業資金あっ

せん融資利子補給や泉南市中小企業事業資金融資

利子補給等の助成を行うとともに、商工会、商店

会連合会など関係団体に助成を行い、商工業の振

興と活性化に努めてまいります。

さらに、昨年、りんくうタウンの活性化のため

制度化しました企業誘致促進条例につきましては、

府と連携しつつ誘致に向け努力しているところで

ありますが、新年度にはこの条例の内容や特典を、

市のホームページやケーブルテレビ等を利用し、

広域的に啓発して、さらに企業立地の促進に努め

てまいります。

さらにまた、昨年は山ではオオタカ、海ではウ

ミガメと話題を集めましたが、言いかえれば、す

ばらしい自然環境であることがこれらの生物で証

明されたと考えております。この豊かな自然環境

と眼前に広がる空港というロケーションを生かし、

りんくうタウンにはレストラン街の計画も予定さ

れており、本市が計画しております道の駅的な市

民交流拠点の計画にも弾みがつくものと考えてお

ります。

さらに、関西国際空港の地元２市１町で開催し

ておりますつばさのまちフェスタにつきましても、

回数を重ねるにつれイベントとして定着し、広く

認知されるに至っており、他地域の方々との交流

も一層盛んになるとともに、本市及びりんくうタ



ウンを広く全国にアピールする一役を担っている

ものと考えております。

このように本市は、まだまだ他地域に知られて

いない魅力あふれる観光資源が多くあり、今後と

も大阪府観光連盟と組織する「華やいで大阪・南

泉州観光キャンペーン推進協議会」の活動を通し、

多くの人々に訪れていただけるまちとしての活性

化に努めてまいります。

続きまして、健全な産業活動の展開についてで

ございますが、健全な産業活動は、豊かで活気あ

る生活創造都市としてのまちづくりを進める上で

重要な役割を担っていると考えております。しか

しながら、我が国の社会経済全体が非常に厳しい

状況下にあり、一日も早い景気の回復が待たれる

ところであります。

また、この産業活動の担い手であります勤労者

につきましても、リストラによる雇用不安や給与

の減少等不安材料が絶えないのが現状であると判

断しております。

そのため、本市におきましては、この大切な担

い手である中小企業従業員の福祉の増進と市内商

工業の振興に寄与するため、中小企業退職金共済

に加入する事業者に、掛金の一部助成制度を初め、

勤労者定着対策、労働相談、雇用のあっせん等、

各種の事業を今後も引き続き実施してまいります。

また、消費者保護の観点から実施しております

消費者相談につきましても、これまでの週３回か

ら週４回へと相談日をふやすなど、健全な消費生

活の推進に向け市民サービスの向上を目指してま

いります。

次に、「市民参加で未来に生きるよろこびのま

ち」について、施策の御説明を申し上げます。

まず、市民参加のまちづくりについてでござい

ますが、行政への市民参加は地方自治の原点であ

り、市民が主体的に市政へのさまざまな分野に参

加参画し、まちづくりを進めていくことが地方自

治法の本旨であり、市民による市民のためのまち

づくりの第一歩であると考えております。

本年１月より入札制度の改善を行い、予定価格

及び最低制限価格の事前公表を行い、原則として

すべての工事にわたって実施し、公正、透明な入

札制度を取り入れております。
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また、４月より泉南市情報公開条例を施行し、

市民の市政に関する情報を得る機会を制度的に保

障するとともに、公正で透明な市政運営を推進し

て、市政への市民参加による開かれた市政の実現

に努めてまいります。

また、市民への情報手段として、「広報せんな

ん」を初め、ＣＡＴＶ、インターネットのホーム

ページ等をさらに充実させまして、行政各セクシ

ョンの情報の提供や市内の情報の提供に努めてま

いります。

さらに、直接市民の声をお聞きすることは行政

にとって非常に重要なことであり、現在実施して

おります「おはよう対話」や「市民の提言」等の

制度は、積極的に続けてまいります。

一方、豊かで活力のある都市形成を図るため、

総合的なまちづくりの方向性を定める総合計画に

つきましては、一昨年より計画に着手し、公募に

よる職員の有志の手で素案の作成に努めておりま

して、近く専門家のアドバイスを参考に策定に向

けて進めてまいりたいと考えております。

なお、本年は、冒頭にも申し上げましたように

本市にとって市制３０周年の記念すべき年でもあ

り、この記念すべき年を行政初め市民全体で盛り

上げてまいりたいと考えております。

そのため、市民の総参加による手づくりの温か

い行事の企画がぜひ必要であると考えておりまし

て、新年度には、行政主体と市民主体の二本立て

の企画を予定しております。特に市民主体の企画

につきましては、十数年間自主的な活動運営を進

め、大きな実績を上げてまいりましたＡＢＣ委員

会を主体とした実行委員会に委託し、実施してま

いりたいと考えております。

また、市制３０周年を記念して、和歌山県龍神

村とカップルタウンの締結をし、官民挙げて今後、

文化、伝統の交流に努めてまいります。

次に、計画的な行財政運営の推進についてでご

ざいますが、行財政の健全化につきましては、平

成８年度に策定いたしました行財政改革大綱をも

とに、平成９年度より３カ年の実施計画で、事務

事業を初め組織機構の見直しや人件費の抑制、行

政運営体制の簡素化、効率化、財源の確保など思

い切った改革を実施し、一定の成果を上げてきた



ところであります。

また、本年度は、職員の方にも痛みを分かち合

っていただくべく人件費の抑制をお願いいたして

おり、一定の方向づけができたものと認識してお

ります。しかしながら、財政面で見れば厳しい状

態が続くものと考えざるを得ないところでありま

す。

そして、平成１１年度が実施計画の最終年度と

なりますため、今年度におきましては、これまで

行ってまいりました実施計画が、市民ニーズの対

応、市民サービスの向上、行政効率の向上、さら

には財政面の影響など、３カ年の成果を多方面か

ら検証してまいりたいと考えております。

さらに、その検証の結果を参考に、より新たな

改革案を検討してまいりたいと考えております。

以上、平成１２年度当初予算案を中心に所信を

申し述べました。

冒頭にも申し上げましたように、平成１２年度

は、西暦２０００年を迎えた千年紀と２０世紀最

後の年で、年度としましては新しい２１世紀を迎

える橋渡しの年度であります。

この２１世紀を希望に満ちた夢世紀として展望

するためには、いま一度心を引き締め、さらなる

大胆な行財政改革を断行し、財政健全化を果たす

以外にないと考えております。

私も、全職員の先頭に立ち、職員一丸となって、

すばらしい財産を２１世紀へ渡す架橋事業に取り

組んでまいる決意でございます。

終わりに当たりまして、市政を運営するに当た

り常に最も重要なことは、市民ニーズの的確な把

握と市民本位の清潔で公正、公平な姿勢であり、

今後ともその姿勢を微塵たりとも崩さず市政運営

に心がけてまいる所存でございます。

議会議員各位並びに市民の皆様のより一層の御

支援と御協力をお願い申し上げます。

ありがとうございました。

○議長（嶋本五男君） 次に、日程第４、代表質問

を議題といたします。

この際、申し上げます。本定例会における代表

質問につきましては、先ほどの市長の市政運営方

針に対する質問に限りますので、その点よろしく

お願い申し上げますとともに、質問者の持ち時間
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につきましては、その答弁も含め１人１時間とい

たします。

それでは、これより順次代表質問を許可いたし

ます。

まず初めに、１０番 谷 外嗣君の質問を許可

いたします。谷君。

○１０番（谷 外嗣君） おはようございます。新

進クラブの谷でございます。初めてのトップバッ

ターを務めさせていただきます。

それでは、平成１２年度第１回定例会において、

議長のお許しを得ましたので、新進クラブを代表

いたしまして、市長の市政運営方針についてお伺

いをいたします。

バブル経済の崩壊以来、長引く不況の中、景気

低迷も長期化しており、回復の先行きもいまだか

つて不透明であり、政治も経済も一向に安定せず、

非常に厳しい状況下であります。私は、さまざま

な課題や問題が山積する中、いかに市民の方々の

ニーズや願いを酌み上げて実行していくのか、そ

の役割の責任は極めて重要と思っております。私

は、そのような立場に立って、大綱６点について

質問をさせていただきます。

大綱１点目は、行財政改革についてお伺いをい

たします。

本市の財政状況は、いまだかつて経験したこと

のない大変厳しい、危機的な状況に直面をしてお

ります。そのことは御存じのとおりであります。

一日も早く思い切った行財政改革が望まれている

ところであります。

そこで、平成７年度より推進本部を設置し、行

財政改革大綱に基づいて平成９年度より実施され、

１１年度、本年の３月で終了するわけですが、市

政運営方針の中で「平成９年度より３カ年の実施

計画で、事務事業を初め組織機構の見直しや人件

費の抑制、行政運営体制の簡素化、効率化、財源

の確保など思い切った改革を実施し、一定の成果

を上げてきたところであります」と書かれており

ますが、私は、多少の成果は認めますが、本当に

思い切った行財政改革が実施されたとは思えない

のであります。なぜなら、行財政改革の効果は数

字にあらわれてこないからであります。

実施計画では、平成９年から平成１１年の３年



間で経常収支比率を１０ポイント改善をし、１０

２％あったものを９２％に下げるということであ

りました。しかしながら、１０年度ベースの経常

収支比率を見ますと１０４．４％であり、ますます

悪化しております。本当にやるべき対策が的確に

実施されていないのではないかと思います。

特に行財政改革では避けて通れない職員定数の

計画的な削減や機構改革、幼稚園や小学校等の統

廃合、民間委託できるものは民営化するなど抜本

的な改革を行わなければ、この危機的な財政状況

を乗り越えることはできないと思います。

また、自主財源の確保についても、財源の根幹

である市税の徴収率の向上を図らなければなりま

せんが、徴収率の府下ワーストワンの記録を早く

脱却するためには、全職員を挙げての取り組みが

必要であります。そのようなことから、これまで

の３年間、実施された行財政改革の成果の総括と、

それを踏まえての今後の取り組みと考え方をお聞

きいたします。

大綱２点目は、環境問題についてであります。

１点目は、ごみの減量化及びリサイクルについ

てであります。大量生産、大量消費によりごみの

量の増加、ごみ質の多様化などによってさまざま

な問題が生じております。その中で、環境保全や

資源保護への関心が高まり、従来の燃やして埋め

るごみ処理から、地球規模での環境保全、資源保

護の観点から、廃棄物の資源としての有効利用が

求められております。

今回の予算では、生ごみ処理機器購入補助金は

大変よいことだと思います。ごみの減量と資源の

有効利用を図るため、子供会やＰＴＡ、各種団体

などが有価物の集団回収を行っておりますが、こ

の制度をさらに発展をさせ、充実させて、ごみの

減量化を進めていってはいかがでしょうか。ごみ

の循環型社会システムを築くためには、市内各所

において資源ごみ回収ボックスの設置などもいか

がでしょうか。あわせてお聞きをいたします。

２点目は、地球温暖化についてであります。地

球温暖化の原因となるＣＯ２ 、二酸化炭素などの

温室効果ガスを私たちが今のまま出し続けますと、

２１世紀末には地球の平均気温は２度上昇すると

予測されております。天候の大異変、氷河溶解、

－１５－

海面上昇、森林消失、生態系崩壊、水不足、食糧

危機、伝染病の増加など数え切れない深刻な事態

が起こると言われております。今回、本市も遅ま

きながら環境に配慮した天然ガス自動車を２台購

入するところでありますが、さらに推し進めてい

ただきたいと思います。

また、二酸化炭素の吸収率が高く、地球温暖化

防止に役に立つと言われる植物ケナフは、市長も

御承知のことと思います。ケナフは、原産はアフ

リカで、アジアやアメリカなどで栽培され、アオ

イ科の一年草で、生育が早く、春に種をまくと秋

には三、四メートルに成長し、ハイビスカスのよ

うなきれいな花も咲き、大気中の二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２ ）の吸収率は木の４倍から５倍と言われてお

ります。また、水中の窒素や燐の吸収率も高く、

水質浄化にもすぐれております。木材パルプにか

わる紙の原料としても世界的に注目をされており

ます。

私たちは昨年、清掃事務組合の許可を得て、温

水プールの横で五、六百本ほどのケナフを試験的

に栽培させていただきました。プールに来られる

方々には大変好評であり、今年もぜひ植えてほし

いと要望があったそうでございます。また、環境

問題の教材として学校にも植えていただき、紙す

きや体験学習も行われたところであります。環境

問題に理解の深い市長でありますから、泉南市に

おいても学校を初め市の公共施設や遊休地などに

環境に優しいケナフを栽培し、他市に先駆け、ケ

ナフのまち、環境に優しいまち泉南にしてはいか

がでしょうか。

次に、大綱３点目は、まちづくりについてであ

ります。

和泉砂川駅前再開発事業については、事業計画

をされてから十数年も経過しており、その間、五、

六回の見直し案が出され、現在は東街区のケース

スタディ（その４）の改訂版で進められているわ

けですが、再開発事業を取り巻く状況は今まで以

上に厳しいものがあります。

今月２日には泉佐野市に大型店のダイエーも進

出し、岸和田から阪南までは大変なスーパー戦争

になっております。その中にあって、和泉砂川再

開発ビルのような小規模店舗では、核になるテナ



ントや専門店舗に入る地権者や権利者が、本当に

経営的に成り立っていくのか、非常に疑問であり

ます。市長はどのように考えているのか、お聞き

いたします。

また、今まで先行取得している土地については、

有効利用や売却も含めてどのように考えておられ

るのか、あわせてお聞きをいたします。

２点目は、りんくうタウンの活性化であります。

本市のまちづくりについては、りんくうタウン抜

きでは語れないと思います。造成当初は宝の山だ

ともてはやされ、期待をし、その税収を見込んで

いろいろな事業を展開してまいりました。しかし、

バブルがはじけ、経済情勢の悪化により、進出企

業が少なく、現在でも数社の進出にとどまってお

ります。税収の伸びも期待できず、そのツケが財

政を圧迫し、今の大変厳しい財政状況の一因にな

っていると思います。

そこで、りんくうタウンの活性化を図るために

は、土地の用途変更や地区計画の見直しなどを考

えなければいけないと思います。また、樽井駅か

らのアクセス道路の整備も急がれるところであり

ます。

幸い、１２年度は念願の南ルートの調査費が計

上されたこともあり、これを契機にさらに企業誘

致促進条例等による新規企業の進出を図っていか

なければならないと思いますが、市長のお考えを

お聞きいたします。

大綱４点目は、サッカーのワールドカップにつ

いてであります。

２００２年６月に初めて日本・韓国との共催で

サッカーのワールドカップが行われることになっ

ております。既に本市は出場国の合宿地及び練習

場として、候補地として登録されたと聞いており

ます。市長はどのような思いで候補地として立候

補されたのかをお聞きいたします。

既に全国４３都道府県の８３自治体が名乗りを

上げており、日本では１６カ所程度が選ばれると

思われています。かなりの競争率であります。手

を挙げた以上、誘致運動もやらなければいけない

でしょうし、あるいはグラウンドの整備や改修な

ど相当の費用がかかるものと思われます。財政を

含めてどのようにされるのか、お考えをお聞きい

－１６－

たします。

大綱５点目は、泉南聖苑についてであります。

この問題は、市民にとって非常に関心も高く、

切実な問題となっております。人間だれしもが最

後は必ずお世話になる場所であります。現在の老

朽化した樽井・岡田両火葬場の現状を見ますと、

早急に進めなければならない問題だと思います。

事業実現には周辺地区の住民、地権者などの理解

と協力が必要でありますが、あと何年ぐらいで完

成されるつもりなのか、お聞きをいたします。

大綱６点目は、農業公園についてであります。

この事業は平成１５年春の開園を目指して、大

変厳しい財政状況のもと事業を進められておりま

すが、ことしは公園整備事業費として１億１，４０

０万、経営構造対策事業費として１億３，１００万

円を予算計上しておりますが、バブル崩壊などに

よる当初計画をしておりました花卉団地への入植

者も少ないと伺っております。その他の事業につ

いても思い切った変更が必要と思いますが、市長

の農業公園事業についてのお考えをお示しを願い

ます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いをい

たします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの谷議員の質問に

対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 谷議員の御質問に、順次お

答えをしたいと思います。

まず初めに、行財政改革についてでございます

けれども、御指摘ありましたように、本市におき

ましては平成９年度から３カ年計画で行財政改革

を実施してまいりました。その成果がどうであっ

たかということと、それからこれからの取り組み

ということでございますが、まず成果についてで

ございますけれども、まず平成９年度におきまし

ては、見直しとか、あるいは再検討を計画した項

目が１００ほどあったわけでございますが、その

うち実施できたもの、あるいは方向づけができた

ものというのは５９件でございまして、その効果

額、いわゆる削減できた額というのは、約３億５，

０００万円でございます。

それから、１０年度につきましては８１項目ほ

ど計画いたしまして、方向づけできたもの、実施



できたものが３６件ということで、その効果額、

削減できたお金というのが約５億６，０００万でご

ざいます。１１年度はまだまとまっておりません

けれども、今年度で一応３年目ということでござ

いますので、この１１年度までの３カ年を十分検

証いたしまして、あらゆる角度から再検討を行っ

て、さらに新しい３カ年計画をつくってまいりた

いと考えております。

その中で特に、これは今具体に削減できた数字

を申し上げたわけでございますけども、また一方

ではいろんな事業経費につきましても、いわゆる

投資的経費についても削減をしてまいっておりま

して、平成元年から平成８年ぐらいまでが年間大

体３２億から６７億円ぐらいの投資的経費を組ん

でおりましたけれども、平成９年につきましては

２５億円、１０年度については１８億円、この１

１年度については約１９億円ということで、一定

これからは２０億円程度を１つのめどとして投資

額を決めてまいりたいと考えております。ちなみ

に、平成１２年度予算におきましても、約２０億

円の投資というふうにいたしているところでござ

います。

そういうふうに、事業の一定の絞り込みと、そ

れから内部的ないろんな削減によりまして、大き

な成果があったというふうに考えております。

ただ、御指摘ありましたように、当初目標とい

たしました経常収支比率の１０ポイント改善とい

うのは、残念ながら達成できなかったわけでござ

います。これについてはいろいろ、減税が継続し

てされたとか、若干そういう外部要因もあるんで

すけれども、私としても非常に残念に思っており

ます。

ただ、この１１年度末の数字は、まだ確定して

おりませんけれども、かなり下げられるんではな

いかという見通しを持っているところでございま

す。したがいまして、これにとどまらず、１２年

度を新たなスタートとする行財政改革を策定をし

てまいりたいと考えているところでございます。

次に、環境問題への取り組みということでござ

います。

まず、ごみの減量化でございますけれども、泉

南市におきましてはことし４月から、プラスチッ

－１７－

ク容器並びに紙製容器を加え、容器包装ごみの分

別収集を行います。これも府下でトップで行うわ

けでございまして、ぜひ市民の皆さんの御協力を

お願いを申し上げたいというふうに考えておりま

す。

また、一般家庭の生ごみ減量化を行うために、

コンポストなど提供を行ってまいりましたが、本

年４月からは生ごみ処理機の購入の補助金を交付

してまいりたいというふうに考えておりまして、

１２年度は一応どの程度需要があるかというのが

わかりにくいということもございまして、当初予

算では１００台分程度を計上さしていただいてお

ります。

また、御指摘ありました子供会等、いろんなそ

ういう活動団体を通じての資源ごみの回収の広が

り、またコンポスト等でつくりました堆肥を使っ

た栽培、こういう輪を広げていくということにつ

きましては私も同感でございまして、特に区長会

初め各種自治会等の御協力もいただいております

けれども、さらに市民全体にこういう輪を広げて、

少しでも生ごみの減量化を行っていきたいと。ま

た、有機肥料によった作物の収穫という喜びも一

方では味わえるわけでございますので、そういう

輪の広がりを今後とも一層努力をしてまいりたい

と考えております。

それから、新年度、天然ガス車の導入を行いま

すけれども、これもまず供給ステーションをこの

裏につくりまして、そこで供給できる体制をつく

りたいというふうに考えております。当面、買い

かえから順次切りかえていきたいということで、

市長部局では２台予定をいたしているところでご

ざいます。今後とも買いかえをめどに、順次こう

いう天然ガス車あるいはハイブリッドカー等、低

公害車に切りかえていきたいというふうに考えて

おります。

それから、谷議員も非常に努力されておられま

すケナフの栽培についてでございますが、御指摘

ありましたように、このケナフというのは環境に

非常に有効であるということでございますので、

いろんな団体、このケナフの栽培に昨年も力を入

れていただきまして、私どもの公有地あるいは公

社所有地等を活用していただいております。



一年草でございますので、大変大きくなって、

今度刈り取って、それを収穫するわけでございま

すので、これを広げていくということは大変いい

ことだというふうに思いますけれども、一方では

この刈り取ったケナフをどう活用していくかとい

うことがやはり大きな課題でございますので、ぜ

ひそういう栽培から収穫、そして活用というこの

サイクルを考えていかなければいけないというふ

うに思っております。

何分たくさんできるものですから、これをそれ

ぞれの個々、個人あるいはグループで活用すると

いうことについても一定限界もあろうかというふ

うに思いますので、今後は例えばパルプのそうい

う会社とか、製紙を行ってる会社とか、そういう

ところへも働きかけて、何とかこういうケナフを

大量に、しかも有効に活用できないかということ

も打診もしてまいりたいというふうに考えており

ます。

いずれにいたしましても、御提唱いただいたこ

のケナフの栽培、大変環境に優しい植物でござい

ますので、我々といたしましてもできるだけそう

いう場所の提供等協力をしてまいりたいと、また

学校等を含めてこういうものの栽培について、我

々としてもできることはやっていきたいというふ

うに考えております。

次に、駅前整備でございますけれども、再開発

事業につきましては全国的に今大変苦難の道を歩

んでおります。これは本市だけではございません

で、全国的なものでございます。

御指摘のありました和泉砂川につきましては、

平成３年４月に再開発準備組合が設立されまして、

以来８年にわたって活動を行ってきたところでご

ざいます。この間、バブル崩壊等によりまして事

業を取り巻く環境が激変したこともありまして、

再開発区域全体を一度に事業化するというのは困

難であるということになりまして、段階的に整備

をするという方針になっております。

指摘いただきましたように、東街区についてま

ず先行するという中で、事業の成立可能性が高い

と思われておりますケーススタディ（その４）の

改良型の計画を昨年の準備組合総会で承認をされ

まして、現在その案をもとに個別権利者に対して

－１８－

想定権利変換を説明いたしまして、各権利者の方

針の聞き取り調査を実施しているところでござい

ます。

再開発事業というのは組合施行でありまして、

一方では独立採算という厳しい条件がございます

ので、こういう権利者の合意形成ということが不

可欠でございます。したがいまして、我々といた

しましても、まず準備組合の方々の意向を十分尊

重しながら、市としても合意形成並びに都市計画

の策定に向けて努力してまいりたいと考えており

ます。

また、御指摘ありました今の再開発というのは、

従来のように駅前に大規模な、そういう商業施設

を立地するということはなかなか難しいというふ

うに思っております。したがいまして、和泉砂川

につきましても、できるだけ小規模な施設を導入

しようと。しかも、それは一番地域に身近な生鮮

食料品を中心としたスーパーといいますか、そう

いうものの導入を考えているところでございます。

それとあわせまして、住宅を組み合わせた、より

地域に密着したもので今計画いたしているところ

でございます。

特に、街路事業として都市計画決定がされてお

りますので、道路の拡幅をしていかなければいけ

ないわけでございます。ただ、その際、今の商業

施設がちょうどその道路拡幅にかかるということ

もございまして、その方々に地域に残っていただ

くためには、何としてもこういう面的整備によっ

て一体的に道路拡幅と、そして商業あるいは地域

の皆さんがその場に残っていただけるようなシス

テムをつくらなければいけないということで、再

開発は必要だという認識に立っておりますので、

今後とも推進をしてまいりたいと考えております。

あわせまして、既に先行取得をいたしておりま

す土地開発公社等で取得いたしました用地の有効

利用、並びに売却も考えてはどうかという御提案

でございます。地域付近にかなり先行取得した用

地がございます。これらについては今土地開発公

社の方で、有効利用を行うものと、それから将来

にそのまま残すものと、そして当面利用形態のな

いもの、この３つに分けて整理をいたしておりま

す。その整理によって、有効利用できるものは活



用し、また使用目的が非常に薄い、あるいは非常

に遠い将来であるというものについては、売却も

含めて考えていかなければいけないと考えており

ます。

近年、堺市あるいは宝塚市等でも、いわゆる赤

字であっても売却をするというところが出てまい

っております。我々もそういうことも覚悟しなが

ら、一方ではその土地開発公社の不良債権といい

ますか、そういうものの処理についてはやはり国

に対しても一定の助成を求めているところでござ

いますので、その両面から進めてまいりたいと考

えております。

それから、４番目のりんくうタウンの活性化に

ついてでございますけれども、本市のりんくうタ

ウンについてもなかなか思うように売却が進んで

いるとは言いがたいわけでございます。また、昨

年、企業誘致促進条例も制定いたしまして、それ

ら府と一体となった取り組みを行っているところ

でございますが、まだ市内からの移転というとこ

ろまでは至っておりません。

御指摘ありました用途変更、また地区計画の変

更ということについては、私も今の土地利用の状

態からもっと柔軟に対応すべきであるという考え

を持っております。したがいまして、今後とも大

阪府と連携しながら、またいろんな方々の御意見

も聞きながら、りんくうタウンの用途のあり方に

ついてコンセンサスを得ていきたいというふうに

考えております。その内容によって、当然地区計

画の変更ということも俎上に上がってくるものと

いうふうに考えております。

次に、５番目のワールドカップサッカーのキャ

ンプ地立候補についてでございますけれども、こ

れは昨年この公募がございました。本市につきま

しては昨年の９月に立候補いたしました。全国で

今８３カ所、追加が１件あったというふうに聞い

ておりまして、８４カ所立候補されております。

日韓共催ということでございますので、当然韓

国でもこういう状況があろうかというふうに思っ

ております。御指摘ありましたように、大変狭い

門だというふうに考えております。その狭き門を

何とか誘致活動をしていく必要があるということ

で、いろんなＰＲも既に行っているところでござ

－１９－

います。

１つは、先般日本サッカー協会並びに大阪サッ

カー協会の現地視察、調査がございました。それ

で調査いただきまして、一定の御指導もいただい

たところでございます。今のところなみはやグラ

ウンドで２面取れるということで、そこを中心に

やってはどうかという助言もいただいております。

それから、ＰＲの方につきましては、既にこの

３月から泉南市の公式ホームページ、インターネ

ットでこのワールドサッカーキャンプ地に立候補

したということを発信をいたしておりますので、

ぜひ一度ごらんをいただきたいというふうに思っ

ております。

それから、この立候補した思いでございますけ

れども、泉南市は特に関西国際空港、非常に至近

距離にございますし、その一部が泉南市域という

こともございまして、世界的にこれから発展する

まちだというふうに考えております。そういう意

味で、国内外に泉南市のいろんな情報を発信をす

るということを１つは期待をいたしております。

もう１つは、これが選定されますと、当然外国

のチームがお越しになられますし、またそれに伴

ったいろんな国内外の報道機関、そしてサポータ

ーの皆さんがたくさん来られるということで、泉

南市をより多くの皆さんに知っていただく。また、

それによっていろんな話題提供、そして発信がで

きるということと、それから、人が寄れば当然ま

ちが活性化するということでございますので、そ

ういうことを大いに期待をいたしているところで

ございます。

それから、費用としての話もございましたけど

も、当然、例えばなみはやグラウンドを使うとす

ればそれなりの整備をする必要がございます。１

つは、今両端に芝を張ってない部分がございます

けども、この辺の補植が必要ということと、芝の

手入れももう少し入念にする必要がある。そして、

臨時でいいわけでございますが、夜間の照明施設

等が必要ということでございまして、金額にして

ざっと二、三千万円必要ではないかというふうに

考えております。その他の経費も若干必要かとい

うふうに思いますけれども、整備費用としてその

程度を考えております。



それから、いろんな支援については既に大阪府

にも要請をいたしておりまして、大阪府の副知事

にも、もしそういう立地がすれば大阪府としても

助成、あるいは人の支援を含めて要請をお願いを

いたしております。

それから、私の古巣でございます大阪市に対し

ましても、オリンピック招致局、ここの局長にも

先般お会いいたしまして、大阪市としても今オリ

ンピック誘致をしているという観点から、ワール

ドカップサッカーが誘致されれば、ぜひいろんな

面での援助、応援をお願いしたいということをお

願いをいたしております。

いずれにいたしましても、本市だけですべてを

賄うということはできないというふうに思います

ので、当然大阪府初め関係団体にも支援の要請を

してまいりたいと考えております。

次に、泉南聖苑についてでございますけれども、

この泉南聖苑計画につきましては、御承知のよう

に現在使用しております樽井、西信達の２カ所の

火葬場につきましては非常に老朽化いたしており

まして、改修などで利用者の方々に大変御不便を

おかけしているわけでございます。

また、本市では、人口増加や高齢化によりまし

て、現在の墓地用地だけでは需要に対応できなく

なりつつございます。将来の都市規模にふさわし

い墓地公園と火葬場の整備が重要な課題となって

おります。この事業の実現につきましては、多く

の市民が早期に整備されることを望んでおられる

というふうに思っております。

したがいまして、予定地の地元地区の皆様方の

御理解と御協力がぜひ必要というふうに思ってお

ります。先般来から地元地区の役員の皆さん、ま

た区民の皆さんに幾度となくお願いをいたしてお

りますし、また、新しいこういう施設も見学もし

ていただいておりまして、今お話し合いを進めさ

していただいてるところでございます。ぜひ早く

御理解をいただき、そして、都市計画で定められ

るようにしてまいりたいというふうに考えており

ます。

また、先般お示しをいたしました１つの案につ

きましては、その後の経年変化もございますし、

それから地域の皆さんからいろいろ御意見をいた
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だいたこともございます。また、土につきまして

は、切り盛りバランスということも考えないとい

けないということで、見直しをしてまいりたいと

考えております。そのためにもぜひ地元地区の皆

さんの御理解をいただいて、早期にその改善の見

直しを行いまして、都市計画へと結びつけてまい

りたいと考えております。

この平成１２年度を地元との合意形成の年とい

うことで、最大限の努力をしてまいりたいと考え

ております。したがいまして、合意形成がいただ

けますならば、次年度において都市計画の決定、

それから具体の実施設計、あるいは用地の買収と

いうふうに入っていく計画をいたしております。

まず、何よりも地元の皆さんの温かい御理解を賜

りますように最大限の努力をしてまいりたいと考

えております。

以上でございます。

〔谷 外嗣君「農業公園が抜けてる」と呼ぶ〕

○市長（向井通彦君） １点抜けておりまして大変

失礼しました。

農業公園の状況と、それから今後の見通しとい

うことでございますけれども、農業公園につきま

しては、農業公園と言われるものは実は２つござ

いまして、１つは農地開発ですね。かるがも計画

という、これは大阪府農地開発公社等がやってい

るわけでございますが、新しく農地を開発すると

いうものでございます。この部分につきましては

ほぼ概成をいたしておりますので、平成１２年度

で分譲に入るという予定をいたしております。

御指摘ありました入植者が、当初考えていたよ

り少ないのではないかという懸念があるというこ

とでございますが、そのとおり心配をいたしてお

ります。

ただ、そのヒアリングの中で、それらを受けま

して、この農地開発の面積ももう既に一部縮小を

いたしております。そういう中で分譲を行ってい

くということでございますので、単価の問題もご

ざいましょうし、いろんなあとの、１２年度で計

上さしていただいておりますようなハウス栽培に

よる構造改善事業への助成とか、そういうセット

でお話をしてまいりたいと考えております。

１２年度でも何世帯かは入植をいただけるとい



うふうに考えておりますので、そういう方々をで

きるだけふやして、当初計画どおりすべて対応で

きるように、大阪府とともに市としても努力をし

てまいりたいと考えております。

それから、農業公園部分につきましては、進入

路とかそういう形で整備を行ってまいりますけれ

ども、こちらについても造成の方、概略整備され

つつございます。

これについては、まず平成１１年度から空港第

２期で大阪府の方に要望しておりました国の補助、

あるいは府の補助というものがいただけるように

なっておりまして、国が５割、それから大阪府の

継ぎ足しが１５％ということで、全体で約６５％

の補助金で賄っていただけるということになって

おりまして、財政的に大変軽減されておるわけで

ございます。したがって、こちらについては余り

無理をしないで、先ほど言いました各年ごとの投

資的経費２０億円という全体の中の枠内で進めて

まいりたいと考えております。

最近、こういう施設も徐々にオープンしてきて

おりますので、そういうところも十分参考にしな

がら、市民に憩いとそれから安らぎの、最近はや

りの言葉で言いますと、いやしの場として十分活

用いただけるようなものにつくり上げていきたい

というふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 谷君。

○１０番（谷 外嗣君） それでは、多少時間がご

ざいますので、再質問させていただきます。

まず、行財政改革でありますが、当初の計画よ

り相当進んでないということではないかと思いま

す。というのは、我々、数字である程度見なけれ

ば結果が出てきませんので、この収支比率を見ま

すと、先ほど市長が言われましたいろんな事情が

ありましたと。減税もあったと言っておりますけ

ど、目標を立てて３年間の結果ですわね、これ。

３年間で１０％減らすつもりが反対にこれだけふ

えてしまったと。これはどうなんですかね。その

見通しの甘さも含めて、本当にこの行財政改革を

やろうかということがあらわれてこないんですよ

ね。

確かに、本年度の見込みですけど、多少は落ち

てますわね。１０１．４％ぐらいにはなるんではな
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いかと、本年度ですね。それでも当初のあれから

見ると、９２にはほど遠い数字でございます。だ

から、その辺で余りにもかけ離れた かけ離れ

たというか、成果が上がってないんじゃないかと

いうことであります。

それで、何点かお聞きをいたしておきます。

まず、職員定数の問題であります。もう過去何

回もこういう問題、本会議で出ておりますけど、

その中で市長の答弁で、計画的、計画を出すんや

と、過去５年ぐらいかの計画を出すという答弁も

あるんですが、いまだかつて定数の計画が出てこ

ないんですよね。例えば過去５年、あるいは１０

年先を見越した適正な職員数が幾つになるのかと、

ここから入らないといけないんじゃないかと思う

んです。そういう点はどういうお考えなのか、お

聞かせを願います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 確かに経常収支比率だけを

見ますと、当初計画したものよりはかなり改善さ

れてないという御指摘については、そのとおりだ

というふうに思います。

ただ、経費的に見ますと、先ほど申し上げまし

たように全体的な事業の縮減というのが１つござ

います。それと、いろいろ事務経費等の見直しも

含めて、約１０億円前後の削減が行われたという

成果がございます。ですから、やってきた効果と

いうのは非常に大きいものがあるというふうに私

自身は思っているところでございます。

それから、職員の定数の問題でございますけれ

ども、ちょうどこの改革がスタートしました平成

８年４月１日現在の職員数が７４５名でございま

した。それで、平成１１年の４月１日現在の職員

数が７２０名ということで、２５名減員をいたし

ております。

このように退職、不補充を含めて削減に努めて

まいりまして、２５名ではございますけれども、

これだけの数字の職員の削減を図ったということ

でございます。今後ともやはりできるだけスリム

にしていかなければいけないというふうに考えて

おりまして、引き続きこの削減、縮減について取

り組んでまいるというふうに考えております。

それから、定員管理計画の策定でございますが、



素案として今策定中でございますけれども、でき

るだけ早い時期にお示しできるようにしたいとい

うふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 谷君。

○１０番（谷 外嗣君） 職員定数の問題でありま

すけれども、例えば横の阪南市を比較しますと、

１００人以上まだ多いわけですね、１００人以上。

人口規模でいったら５，０００人ぐらいの違いです

わ。だから、その辺で何人がほんとの適正規模な

のかと、そういうことをやっていかないとだめだ

と思うんですよ。例えば、今後１０年ぐらいで退

職者数が１５０ぐらいですか、あるわけですね。

だから、その辺も含めてどう考えていくのか。

例えば、阪南市なんかは定年退職者の３割です

か、しか入れないんやという計画で、１０年計画

立てて進んでるようでございます。ただ、うちの

場合はどうするんかですね。その辺から数字をは

じき出していかないといけないと思うんですが、

その辺ちょっとお聞かせください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉南市の場合は、市長部局

はそう多くないわけでございまして、むしろ保育

所、幼稚園等、かなり多いということでございま

す。ですから、今後市全体のそういう職員の削減

を行っていくという中では、やはりそういう部分

の、先ほど少し触れられましたけども、統廃合を

含めて一定のことをやっていかないと、なかなか

減らないんじゃないかというふうに考えておりま

す。

これは、当然それぞれの、例えば教育委員会な

ら教育委員会でも検討をしていただいております

けれども、全体としてそういうことを１つの目標

にしていく必要があるというふうに考えておりま

す。

ですから、昔は人口１００人に１人というふう

に言われたわけなんですが、職員数の目安を考え

る場合に、そういうことでございますが、できる

だけ減らしていくというふうにしたいというふう

に思います。

今までの採用の例からいいますと、近年退職す

る職員が非常にアンバランスな形で、波が振幅が

非常に大きいものですから、今後はやはり一定の
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波動でもって経過できるような形で職員の採用も

含めていきたいと。その中で、やはり退職者に対

して、一定の割合でしか補充しないという考え方

を持たないといけないというふうに思っておりま

すから、今その整理関係を行っているところでご

ざいます。

○議長（嶋本五男君） 谷君。

○１０番（谷 外嗣君） 今、市長部局は、要する

に一般職はそんなに変わらないという話ですけど

ね、これ１０年度の統計ですわね。これで比較し

ますと、阪南市より一般行政８２人多いわけです

ね。特別行政２５人、合わせて１０７人ですわ。

だから、そういう意味では特別行政だけの問題じ

ゃなくて、一般行政も多いということですわ。こ

れはその辺にしておきます、まだほかにあります

ので。

あと機構改革ですね。これ、前回の議会に上程

しようということで調整をされたようですけど、

今回上がってきてませんわね。なぜかなと思うん

ですよ。これだけ行革の話だとか、行革のことで

そういう機構改革をやろうということでやったも

のを、年度初めのこのときに上がってこないとい

うことはどういうことなのか、またいつ上げてこ

られるのか、その辺も含めてお聞かせください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 前回いろいろ御意見もいた

だきましたので、関係の皆さんのいろんな御意見

も集約した中で、再度機構改革案についてまとめ

たいというふうに考えております。ただ、前回か

らちょっと時間的な余裕も少なかったということ

で、より慎重にやりたいということで、今回は上

げておりません。

全体につきましては、市長部局と、それから教

育委員会も含めた一体としてのものを一緒に出し

たいというふうに考えておりまして、１２年度の

半ばぐらいに出して、そして実施は１３年の当初

というふうに考えたいと思っております。

それから、一部規則だけでいける部分について

は若干今回整理をしたいというふうに考えており

ます。

○議長（嶋本五男君） 谷君。

○１０番（谷 外嗣君） それでは、次に統廃合あ



るいは民営化についてお聞かせを願います。

例えば、幼稚園あるいは小学校、これも数字的

には市長御存じだと思うんです。それで、その辺

から例えば幼稚園ですね。これは例を挙げますと

東幼稚園ですが、生徒が８人なんですよね、現在。

そこに先生が４人ついてると、そういう状況もあ

ります。まだほかにもありますけどね。

だから一番問題なのは、その辺から手をつけて

いかないと、小学校もそうですけど、生徒に不公

平が出てくるんじゃないか、同じサービスを受け

る中でね。だから、それも含めて考えていかなき

ゃいけないんじゃないかと思うんです。

例えば、もう１つですけど、新家幼稚園ですね、

それと新家南幼稚園。これ、南幼稚園はたしか定

数１００人以上だったと思うんですよ、の建物で

つくってるんじゃないかと思うんです。そこが１

５人、あるいは新家幼稚園が３０人、非常に近い

とこですわね。だから、そういう意味ではそうい

うところから始めてはどうか。

特に公民館の問題もございますし、新家幼稚園

の横には公民館があります。特に新家の方では公

民館活動が非常に盛んでありまして、手狭だとい

う話も出ておりますので、そういうことに転用す

るとかいう考え方はいかがなんでしょうかね。だ

から、そういうものを含めて統廃合をどう考える

か。

それと、民営化の問題ですけど、これは前から

いろいろ言われておりますけど、例えば清掃事務

組合ですね。泉佐野あたりはもう民営化されてお

ります、一部ですけど。一部は直営でやっており

ますけどね。だからその辺の問題ですね。例えば

先進地の視察、市長も御一緒させていただきまし

たけどね。民営化されて、パッカー車でも２人乗

りで行ってると、それが現状じゃないかと思うん

です。

ただ、うちの場合はもう３人制度でやられてる

わけですから、すぐに制度を改革しろというのは

そら無理に決まってますけどね。段階的に民営化

へ持っていくとか、例えばパッカー車１台分、３

人退職したら１台を民営化にすると。あるいは、

地区割りにしてそっちへ配置するとか、いろんな

方法があると思うんですよ。だから、その辺も含
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めて民営化の問題はどう考えておるのか、お聞か

せ願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、御質問があったのは

幼稚園、それから小学校、いわゆる教育委員会に

属することでございますので、私の方から断定的

なことは申し上げられませんが、教育委員会に対

しましては、御指摘ありましたような内容も含め

て至急検討をしていただくようにお願いをいたし

ております。

ですから、先ほど申し上げましたように、市長

部局等についてはかなりスリム化をしてきており

ますし、今後もしていくつもりはしております。

その他の、今言った幼稚園、保育所、小学校もそ

うだと思いますが、そういう部分について今後ど

うあるべきかというのは、やはり一番大きな課題

だというふうに思っておりますので、特に幼・小

等については至急検討していただきたいというこ

とを教育委員会にもお願いをいたしております。

御指摘いただいた点は十分理解もできますし、私

も同じ思いを持っている部分がございます。

それから、民営化のことでございますが、今具

体に検討しておりますのが双子川浄苑ですね。こ

れは夜間、それから休みの日は委託をしておりま

す。平日は直営ということになっておるわけなん

ですが、これをまず全面委託できないかというこ

とで、具体のところまで入っております。

それから、御指摘いただいた清掃収集でござい

ますけども、これも検討課題の中へ入れておりま

す。ただ、やはり長年ずっとやってきたというこ

ともございますし、一度にいかない分もございま

すし、順次仮にそういうふうにやっていくにして

も、どういうやり方が可能かということの今検討

をさしているところでございますので、いずれに

してもいろんな面でこれから民営化できるものは

民営化し、また直営できちっとやらなければいけ

ないものはやらなければいけないという１つの線

引きを、再度全部門にわたって行う必要があるん

ではないかというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 谷君。

○１０番（谷 外嗣君） あと何分ぐらいですか。

○議長（嶋本五男君） あと２分です。



○１０番（谷 外嗣君） まあ、２分ということで

すから、たくさん残っておりますけれど、そのほ

かの問題はまた次回にやらしていただくというこ

とで、以上で終わらせていただきます。

○議長（嶋本五男君） 以上で谷議員の質問を終結

いたします。

午後１時まで休憩いたします。

午前１１時４８分 休憩

午後 １時 １分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、９番 奥和田好吉君の質問を許可いたし

ます。奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） ただいま議長よりお許し

を得ましたので、公明党を代表して質問させてい

ただきます。

新潟県柏崎市の民家で９年間監禁されていた女

性が発見された当日、特別査察に来ていた関東管

区警察局長と温泉ホテルで飲食、マージャンをし

ていた新潟県県警本部長の一連の言動にはあいた

口がふさがらない。監禁容疑で逮捕された男性の

母親と保健所職員が何度も要請していたのに警察

は全く動かず、少女の発見の経過について虚偽の

記者発表を行っていた。京都の小学生殺傷事件で

被疑者とされた男性の転落死に関する京都府警の

発表にも、重大なうそがあったとされる。神奈川

県警の犯罪の反省が全く生かされていない。

なぜ日本人はいい意味での連帯感に乏しいのか。

建築家、黒川紀章氏が指摘しております。ある講

演で、城壁で囲まれた１３世紀前後のイタリアの

小国家と日本の城下町を比較して、こう述べてい

る。

イタリアの都市国家は、外敵に対しそれぞれが

強力な城壁を構える。いざ戦闘となると、壁を防

衛ラインとして支配者も市民もともにやりをとっ

て命がけで戦う。その血みどろの戦いの中に、危

機に対する人間の連帯や運命をともにするという

強い意識が生まれた。日本の城下町はどうか。国

境に城壁がなく、あるのは城の内堀と外堀。攻防

戦はこの２つの堀をめぐって武士と武士が対決、

一般市民は戦いが終わるまで雨戸を閉め、戦争に

は加わらなかった。その歴史的、文化的土壌が、
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庶民の都市防衛と政への参加意識を希薄なものに

した。

ともすると、戦後の日本もお金、物優先。自分

だけがよければ、一国平和主義、政治的無関心と

いった風潮に流され、国や社会についてともに論

議することを怠ってきた。

２１世紀を前に大きな壁が立ちはだかる。経済

再生、教育改革、少子・高齢対策、科学技術の振

興、情報・通信立国、循環型社会の構築、待った

なしの難題ばかり。ひとりよがりや人任せでは解

決しない問題がいろいろあります。

そこで、お伺いいたします。市制３０周年記念

事業の中身についてお聞かせ願います。

２点目は、牧野公園整備事業にかかわる状況、

及び防災計画についてお聞かせください。

３点目は、空港連絡南ルートについて現況をお

聞かせ願います。

４点目に、少子・高齢化が進む中で、４月１日

から介護保険制度が実施されますが、判定がおく

れて１カ月も待っている人もいるように伺ってお

りますが、現在の状況をお聞かせ願います。

５点目は、商工業の振興の中で、「本市が計画

しております道の駅的な市民交流拠点の計画にも

弾みがつく」とありますが、市長はどのような構

想を考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思

います。

６点目、学校教育についてお伺いいたします。

国の根底をなすものは何といっても教育でありま

す。１１万を超えた中学校の不登校問題や学校崩

壊、また年々増加の一途をたどっている青少年犯

罪、何を生きる根拠にしていったらいいのか。人

生という荒波を乗り越えていくための羅針盤の欠

如が、若者たちに夢や希望を失わせている。

ある子供は、トイレが汚くて行けなくて我慢し

ている。学校の教育環境が子供たちに大きく影響

を与えているように思われます。教育環境の整備

をどのように積極的に整備していくのか、また生

涯学習体制の整備についてどのようになされるの

か、お聞かせ願います。

７点目、市民参加のまちづくりの中で、「市民

による市民のためのまちづくり」とありますが、

最近人口が急激にふえたところ、例えば新家方面



あるいは樽井方面は非常に急激にふえて、投票所

が少なくて行かないという市民も出てきているそ

うであります。市民の利便性を考えていただきた

いと思います。

最後に、住環境整備で天然ガスを燃料とする低

公害車を２台購入して、環境への負荷を軽減する

とありますが、今後どのように使用していくのか。

また、自動車の排気ガスによる大気汚染と健康被

害が重大な関心を呼んでおりますが、地球に優し

い交通システム、エコパーク・アンド・ライドが

現在注目されております。

このエコパーク・アンド・ライド方式とは、住

民が住宅から低公害車で鉄道など交通機関の駅ま

で移動し駐車（パーク）、鉄道などに乗り継いで

（ライド）、目的地まで移動する。日中はその自

動車を公共機関が利用して、夕方までにもとに返

し、鉄道で帰ってきた住民が運転して自宅まで帰

るという、１台の低公害自動車を住民と公共機関

が共有していこうというものであります。この制

度を市長はどのようにお考えになるか、御所見を

賜りたいと思います。

以上、多岐にわたりましたが、御答弁よろしく

お願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの奥和田議員の質

問に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 順次お答えを申し上げます。

まず、１点目の３０周年記念事業についてでご

ざいますけれども、御承知のように泉南市は、昭

和３１年９月３０日に新家村、信達町、西信達村、

鳴滝村、樽井町、雄信達村の６カ町村が合併して

泉南町となりまして、昭和４５年の７月１日に市

制施行によりまして現在の泉南市となりまして、

ちょうど３０周年を迎えます。１つの記念として

位置づけ、市民と行政が手を携えて、泉南市のさ

らなる発展に向けて記念事業を実施してまいりた

いと考えております。

具体的に申し上げますと、行政みずからが実施

する事業と市民の手によって市民みずからが実施

する事業と２つに大別されるというふうに考えて

おります。我々行政の方では、記念式典、それと

龍神村とのカップルタウン、それから議員も御提

案いただいておりました子ども議会の開催、そし
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て伝承文化フォーラムの開催、記念講演会の開催、

またＮＨＫの御協力をいただきましての公開録音

といいますか、そういうものも計画をいたしてお

ります。

また、市民側といたしましては、ＡＢＣ委員会

の構成団体が主体となりまして、市制３０周年記

念事業実行委員会を立ち上げていただく予定とな

っておりまして、その実行委員会が主体となって、

市民の企画提案を検討し、実施に向けて前準備が

進められておりまして、両者合わせまして市民一

人一人が１回いずれかの催しに参加していただけ

るように、延べ人数６万５，０００人の参加を目標

に行政、実行委員会が互いに連絡調整を密にして

進めてまいりたいと考えております。

次に、牧野公園の進捗状況と防災上の観点から

という御質問でございますけれども、都市公園の

位置決定につきましては、都市計画法に基づく各

種手続を経た後、決定されるものでございまして、

牧野公園については既に本年２月２４日に都市計

画法に基づく決定告示がなされているところでご

ざいます。この手続の中でいろんな意見があった

ことは承知をいたしておりますけれども、正式に

は都市計画公園として位置決定がなされたもので

ございます。したがって、平成１２年度中には当

該公園を完成させるべく事業進捗に努めてまいり

たいと考えております。

それから、防災上の観点からでございますが、

阪神・淡路大震災の１つの教訓といたしまして、

都市公園を計画するときにはできるだけ複数の進

入口を設けるということになりまして、当牧野公

園におきましても、当初は１カ所からの入り口と

いうことを想定しておったわけでございますが、

この大震災を教訓といたしまして、もう一方新た

に入り口をつくりまして、しかもそれが通路とし

て、園路として歩行者用道路も兼ねるという形で

検討したものでございます。また、山手側の市道

と海側の市道とを接続することによりまして、１

つの防災緩衝帯としての機能もあわせ持つものと

いうふうに考えております。

次に、南ルートについてでございますけれども、

この南ルートを取り巻く状況は大きく前進をして

まいりました。平成８年１２月には、大阪府大阪



湾臨海整備計画に位置づけられたこと。また、平

成１０年１１月には、堺市以南の９市４町で構成

する関空協の国・府・関空会社への要望書の共通

要望事項となったこと。また、昨年には、岸和田

以南の阪南５市３町町会連絡協議会の要望項目に

も取り上げられましたが、とりわけ国の５省庁に

よる関空を活用した広域国際交流圏整備計画調査

書に事実上南ルートの必要性が掲載され、その後

１１月１０日の衆議院運輸委員会で二階運輸大臣

が、運輸省としても空港連絡南ルートについての

調査研究を行ってまいりたい旨の答弁があり、そ

れを受けて新年度において国、いわゆる運輸省、

建設省の両省が中心になって、地元の大阪府、和

歌山県、泉南市、和歌山市、さらには関空会社も

参画した形で、南ルートを含む関空周辺地域交通

ネットワーク調査として４，９００万円の規模の調

査が実施されることとなりました。

なお、本年１２月には、大阪府の関空を活用し

た地域振興ビジョンが発表されていますが、これ

にも南ルートの必要性が掲載されています。

これまで本市が提起してきた政策や活動が着実

に理解と前進を得ているものと思っております。

このような状況下、南ルート実現に向け、より積

極的かつ広がりを持った活動を展開していくため、

新年度において大阪、和歌山両府県の自治体で期

成同盟会のような組織を設立し、国を初め関係機

関への要望活動を積極的に推進してまいりたいと

考えております。今後とも市議会の御理解を得な

がら、空港連絡南ルートの早期実現に向けて最大

限の努力をしてまいりたいと考えております。

次に、介護保険が導入されるにつきましての現

在の状況ということでございますが、介護保険制

度の準備行為といたしまして、昨年１０月から介

護認定申請の受け付け及び介護認定審査会を開催

してまいりましたが、２月末現在、申請者数が８

６１名、うち７３８名が２次判定されております。

このうち在宅サービスを利用される方については、

現在居宅サービス計画策定依頼届け出書の提出を

お願いしており、２月末現在で２６６名の方から

提出をいただいているところでございます。

これにつきましては、４月から居宅サービスを

利用するに当たって、まずケアプランの策定事業
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者を決めていただき、ケアプランを３月中に介護

保険課等に提出していただくための作業となりま

す。このため提出のない方には再度提出をお願い

するとともに、３月以降に申請された方には、審

査手続と並行してケアプランの作成を行うようお

願いしているところでございます。

次に、りんくうタウンの道の駅的な施設の進捗

状況ということでございますが、りんくうタウン

におきましては、本市が提案いたしまして、大阪

府において現在レストラン街の計画を立てていた

だいておりまして、１２年度に公募をされるとい

うふうにお聞きをいたしております。

これは、りんくうタウンの中央にあります中央

ポンプ場から和歌山側に計画されるものでござい

ます。中央ポンプ場の大阪側につきましては、泉

南市の方で道の駅的な施設の検討をいたしており

まして、現在庁内においてその検討委員会で検討

をいたしているところでございます。今後、大阪

府のレストラン街とのすみ分けも含めて、道の駅

的な施設の内容を決定していきたいというふうに

考えております。

それから、学校教育施設についてということで

ございますけれども、まず学校の施設、設備の問

題でございますが、議員御指摘のとおり、施設、

設備の環境が児童・生徒の健全な育成を図る上に

大きな影響を与えるものと認識をいたしておりま

す。これら環境をよりよいものにするために、今

後教育委員会とも相談しながら対応を考えてまい

ります。

特に施設整備につきましては、今年度もその予

算計上をいたしておりますとともに、新たな大規

模改修に向けての耐震診断を２校実施することと

いたしております。

次に、生涯学習あるいは地域学習ということに

ついてでございますけれども、学校教育に地域の

人材を導入するという考え方もございまして、学

校教育全般にわたりまして地域にお住まいの特技

や才能を持つ方々を学校に招聘し、指導していた

だくとともに、児童・生徒と交流することにより

まして、子供たちにより広範囲な知識を身につけ

させることができるものと考えております。また、

学校にとっても魅力的で特色のある教育の実践が



できるものと考えております。

また、生涯学習につきましても、教育委員会に

とどまらず市長部局とも連携を図りながら今後の

充実を期してまいりたいと考えております。

次に、人口増等に伴いまして、各種選挙の投票

所の増設についてのお尋ねでございますけれども、

この問題につきましては、選挙管理委員会の権限

に属するものでございますので、お答えしにくい

分もございますけれども、私も投票日には各投票

所を巡回をいたしておりまして、御指摘ありまし

たような新家あるいは樽井等につきましては、か

なりの有権者もいらっしゃいますし、混雑をいた

しておりますし、この地区からは増設の要望が出

ていることも承知をいたしております。

早急に増設することは、準備の期間やそれ相応

の予算も伴います関係上、難しいとは存じますけ

れども、近い将来何らかの見直しが必要ではない

かと思っております。投票区の区割り、投票所の

あり方などもあわせて、選挙管理委員会の方へ御

検討願うよう私の方からも申し入れをしたいとい

うふうに考えております。

次に、環境問題で天然ガス車の導入ということ

についてでございますが、先ほどもお答えいたし

ましたように、この市役所の裏の駐車場敷地付近

に簡易型の天然ガス供給ステーションを設けまし

て、車両の買いかえを機に低公害車の導入を積極

的に図ってまいりたいと考えております。当面１

２年度におきましては、市長部局で２台を予定い

たしておりますけども、今後順次引き続いて導入

を図ってまいりたいと考えております。

また、エコパーク・アンド・ライドについての

御質問なり御披瀝がございましたけれども、もと

もとパーク・アンド・ライドという鉄道最寄り駅

まで乗用車なり、あるいは共同自動車等で行って、

そこへ預けて鉄道で通勤するというのがかなり前

から提案されておりました。都市部においては具

体にこういう最寄り駅で一たん車は乗り捨てとい

いますか、置いておいていただいて、鉄道なり公

共輸送機関を使うということがまた改めて提唱さ

れてきております。ですから、今後はこういうパ

ーク・アンド・ライドの考え方が各大都市周辺に

おいて導入されてくるのではないかというふうに

－２７－

考えておりまして、公害を減らす１つの大きな有

力な手段ではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） まず、先ほどちょっと一

遍に２枚めくってもうて、後からこれをまた言い

ます。

まず、低公害車の問題ですけども、神奈川県の

海老名市で全国で初めて試験としてやられてるそ

うであります。これは使用している車は電気自動

車、超小型のハイパーミニという２人乗りの分で

すね。これを住民と行政が一体となって試験にや

っていくという問題ですね。

お昼は行政が使う。朝晩の通勤には、いわゆる

マイカーで通勤しておった方、この方に試験にや

ってもらう。２カ月か３カ月ぐらい試験にやって

もらう。それを順次やっていくことで、１０台市

が購入して、そして朝７時半までに駅に着ける者、

これを５０人の応募の中から１０人選んでやった

そうであります。そして、朝７時半までに駅に置

いて、そして７時半から以降は職員が、最寄りの

駅から電車に乗って市役所まで通勤する方、この

方がそれに乗って、お昼はそれで使っていこう。

これで１台で市民とそれから市役所が使っていく

という制度、これが現在非常に好評だそうであり

ます。

これはあくまでも電気自動車で、家の方で充電

すれば１１時間稼働するのが可能だそうでありま

す。ずっと乗り続けて１１時間、晩に充電すれば

ずうっと１１時間乗り続けても１００キロぐらい

出るそうであります。これが非常に好評なんです。

これからの時代は、こういった低公害車を使用

していくのに思い切った発想の転換でやっていけ

ば、車も若干減ってくるだろうし、駅周辺の土地

利用も非常に有効に使われてくると思うんですね。

今後こういう問題があちこちで使われていくと思

いますけれども、我が泉南市にとってもこれから

はこういうものが必要ではないかと思われるんで

すけども、市長の御意見をお聞かせ願いたいと思

います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ２１世紀は環境の時代と言



われておりますので、泉南市もいろんな方面から

アプローチしまして、環境対策を講じつつござい

ます。御指摘いただいた海老名市の例も、先ほど

お教えいただきましたので、十分研究もさしてい

ただきたいというふうに思います。

泉南市の場合、初めて今回天然ガス車というこ

とで導入いたしますので、その運行の成果なり、

また今後横への広がりも含めてＰＲをしていかな

ければいけないというふうに思っておりますので、

十分参考にさせていただいて、今は地方が知恵を

出す時代でございますので、いろんな角度から効

率よく行政運営ができるように、またそこに市民

も加わっていけるようなやり方があれば、我々と

しても非常に有意義だというふうに思っておりま

すので、十分勉強さしていただきたいというよう

に思います。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 次に、アレルギー性疾患

対策についてでありますけども、近年においてア

トピー性皮膚炎、それから気管支ぜんそく、アレ

ルギー性結膜炎、花粉症など非常に社会的現象が、

これは現代病として最近は対策をどの市でも考え

ております。

平成７年の厚生省の調査によると、乳児の２９

％、幼児の３９％、小児の３５％、成人の２１％

がこの問題で非常に悩んでおります。泉南市にお

いても、小学校でぜんそく、これはいわゆるアト

ピーから来た、併発したぜんそくで悩んで学校を

休んでる方もたくさんいらっしゃると聞いており

ます。この対策については、泉南市としてもこれ

からは考えていかなければならないんではないか。

現在、泉南市の小学校、中学校で、このアトピー

性、あるいは気管支ぜんそくで悩んでる子供たち

が大体何名ぐらいいらっしゃるのか、これを把握

していらっしゃるでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉南市におけるアレルギー

疾患につきましては、学校での数字は私まだきょ

うは持っておりませんが、乳児健診におきまして

は、平成９年度で２５．４％、１０年度では２３．４

％にアトピー性皮膚炎等が出現しておりまして、

保護者の皆さんも大変不安を抱いておられるとい
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う状況でございます。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 泉南市においても、この

化学物質過敏症で悩んでいる子供たち、あるいは

親御さんが非常に悩んでおられると思います。泉

南市にとってもこれからはこういう問題について

も細かく取り上げて、何らかの対策を考えていか

なければならないと思います。

次に、介護保険の問題でありますけども、４月

１日から介護保険が実施されます。そして、判定

が来た。自分は５つの中に何とか４ぐらいに入れ

るんと違うかと思っておったところが、自立と判

定されて落ち込んでくる老人の方がいらっしゃい

ます。落ち込んで、それで寝込む方もいらっしゃ

るそうであります。

判定を受けに行って寝込んだら何にもならんと

思うんですけども、この自立と認定された方に何

らかの形で市独自で手を打てないものかどうか。

現在、この介護保険を前にして、市独自で行って

るとこもちょこちょこ見受けられると思います。

豊中市では、このいわゆる自立と認定された方、

これは原則的に１割の負担で訪問介護や通所介護、

これを提供するという市独自の支援事業を明らか

にしております。

また、これは岩手県の矢巾町ですけども、自立

と認定された方が落ち込む前に、即座におめでと

うございます、あなたは自立と認定されたという

お祝いを持ってくるらしいですな。おめでとうご

ざいます、自立というのは非常にめでたいことだ

というて、自立の認定を受けた方に町独自として

そういうユニークなことをやってるらしいんです。

落ち込まないように。そういうような、泉南市と

して独自にそういう方々に何らかの手を打ってい

ただくような提案はないでしょうか、考えていか

れるようなことはないでしょうか、ちょっとお聞

きしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 介護保険で今認定作業を行

っておりますけれども、御本人の思っておられる

状況と結果とが必ずしも一致しない場合もあろう

かというふうに思いますが、その判定は判定とし

まして、市といたしましては、前の議会も含めて



から申し上げておりますように、現在の福祉水準

が低下しないように最大限の努力をしたいという

ことを申し上げております。

その中で、仮に自立と判定をされましても、現

在いろんなそういう施策を受けておられる方々が

いらっしゃるというふうに思います。これは御本

人の御希望も聞かないといけませんけれども、そ

ういう方々については市の方で、先ほど言われま

したように、介護保険は今度１割負担というのが

入るわけでございますので、それとのバランスの

問題がございますから、一定その程度の負担をい

ただくということを前提で、市の方で可能な限り

ケアできるような対応ということは考えておりま

すので、御心配にならないように十分またお話を

いただければありがたいというふうに思っており

ます。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） これは私から言うんでは

なしに市の方から言っていただいたら、その方が

元気であることが非常にいいことだという、そう

いう自覚に立つと思うんですね。

今言ってるあれですけども、これはＢ４で御健

康を祝してというのをずうっと書くらしいんです

な。それをもらった途端にその落ち込んどった人

がふわっと笑顔に戻るという、そういうユニーク

なものです。お金は余りかからないと思うんです

わ。ちょっとしたアイデアでその人をほんとに自

立がいいものだという、ちょっとしたアイデアで

その人が立ち直れるという、非常にお金のかから

ないそういう提案をこれからしていきたいと思う

んですけど、どうでしょうかね。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） そういうショックを受けら

れる方がいらっしゃるということでございますけ

れども、市の方では仮に自立と判定された方々に

不安を与えないように、先ほど言いましたように、

現在もしいろんな施策を受けておられるという方

でしたら、こういうことは継続できますとか、や

りますよとかいう不安感を払拭するようなことを

やはり申し上げていかなければいけないというふ

うに思っております。それはそういう書いた用紙

がいいのか面接がいいのかございますけれども、
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我々の方で少なくともそういう不安を抱いておら

れる方のないように努力をすべきだというふうに

考えております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） それから、投票所の問題

でありますけども、現在急激にふえている地域、

ここは投票所が非常に遠いんで何とか近くにつく

ってほしいというのをいろいろ聞きます。選管の

方もこれはどんどん苦情を受けてると思うんです。

ところが、つい先日の委員会で物の見事にできま

せんという非常に確信を持った断り方をしました。

これは余りにも市民の生の声を無視した返事だと

思うんですね。賢明なる市長、生の声を、市民の

声を大事にしたい、市民の立場で考えておられる

市長の非常に前向きな話をちょっと聞かせていた

だきたいと思うんですけども。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほども御答弁いたしまし

たように、先日の総務常任協議会でも奥和田議員

の方からそういう御質問がございました。選管の

方も直ちにというのはちょっと無理だというお答

えだったというふうに思いますけれども、今後検

討していくという内容だったかというふうに思い

ます。

それを受けまして、私も御答弁させていただい

たかというふうに思いますが、その後選管 管

理委員さんにはまだお会いしてませんが、局長か

ら事情も聞きまして、そして近い将来やはりそう

いう意見が多数あるという中で、具体にやはり検

討すべき時期だということも私の方からも申し上

げておりますし、先ほどもお答えしましたように、

選管の委員さん、委員長さんもおられますので、

早い時期にお会いをして、そういう時期に来てお

るのでひとつ検討してくれということもお願いを

したいというふうに思っておりますので、前向き

に考えたいというふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） それから、道の駅であり

ますけども、先ほども答弁いただきましたけども、

この中で言われてる市長の道の駅をつくるという

のは非常にええことだと思います。構想は非常に

いいことだと思うんですね。



ところが、ちっちゃなあちこちに見受けられる

広場、ちょっとした道端でタマネギを売ってるよ

うな、こういう道の駅では何にもならないと思う

んですね。りんくうを生かした、泉南市が生かし

た、あそこに行けばこういうことができるという

ユニークなものを考えていただきたいと思うんで

すわ。

例えば、和歌山からでも、あるいは大阪市内か

らでも人を集められるような、そういう思い切っ

たことをやっていただきたいと思うんですわ。ち

っちゃなことではつくっても何の意味もないと思

うんですけども、その点はどうなんでしょうか。

例えば１億円の創生金を現在貯金したままの状態

でありますけども、これは貯金したままじゃ何の

意味もないと思うんです。これを使って向こうに

温泉を掘るとか、そういう思い切った発想ができ

ないものかどうか、ちょっとお伺いしたいと思い

ます。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 道の駅的なものにつきまし

て、私もプライベートで各市、各所の道の駅を大

分回りました。いろんなところもございます。御

指摘ありましたように、温泉施設と一体化してる

ようなところもございます。

これについては、今庁内でそういう検討委員会

を設けて検討さしておりますけれども、いろんな

方々からの御意見もいただいて建設をしていきた

いというように思います。

この前、区長連絡協議会の幹事会からも御提案

もいただいておりまして、これは商店街連合会か

らもいただきましたけれども、海に近いので潮湯

的なものも設けてはどうかというような御意見も

ちょうだいいたしております。

ただ、おっしゃるように非常に大規模なものを

つくるというのはいいんですけれども、いわゆる

事業主体と管理主体ですね。それと、やはりこれ

は採算事業だというふうに思いますので、当然経

営が成り立っていくという前提がないといけませ

んので、最初から大きいものをつくるのか、ある

いは全体構想は全体構想として順次整備していく

のか、事業手法の進め方もあろうかというふうに

思います。ハイリスク・ハイリターンでは我々は
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いけないというふうに思いますので、ノンリスク

・ハイリターンが一番いいんですけれども、なか

なか難しいかもわかりませんが、そういう考えの

もとに安全を確かめながらやっていく必要があろ

うかというふうに思います。

それから、ふるさと創生の１億円については、

私どももそういうものをつくるということになれ

ば、事業主体にもよりますけれども、そういう資

金も活用する必要があるのではないかというふう

に思っております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 次に、学校教育でありま

すけども、教育環境というのは子供にとって非常

に大事だと思います。学校時代に環境で受けたそ

の中身が、大人になってから大きく変化してくる

と思います。したがって、特に低学年の子供たち

にとって教育環境というのは非常に大事だと思い

ます。

現在、学校のトイレあるいは附属品が破損した

り、あるいは汚くてトイレに入れないという子供

たちが我慢して家に帰るという、そういうトイレ

症候群とでもいうんでしょうか、いろんな場所か

ら聞かれてきますけども、この問題はどうなんで

しょうか。把握していらっしゃるでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 教育委員会からの報告の中

では、一定把握をいたしております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 把握しているだけでは意

味がないと思います。この教育環境というのがど

れだけ大事かというのは、市長もよく御存じだと

思います。じゃ、いつどういう形でこれを補修し

ていくのか、どの学校がどうだというよりか、小

学校が１１校、あるいは中学校が４校ありますけ

ども、これをどういう形でどうしていくのか、も

っと具体的にお聞かせ願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 詳細については、教育委員

会で各学校の状況によって順位を決めて改善、改

修をしていくということに尽きるというふうに思

います。私の方は、教育委員会から要請のありま

したそういう事業に対して、一定予算配分いたし



まして、これの充実に努めていくという立場でご

ざいますので、そのように考えているところでご

ざいます。

平成１２年度におきましては、１１年度に比べ

て当初予算比におきまして、そういう修繕費ある

いは需用費等も含めて増加をさしていただいてる

ところでございます。

なお、大規模な改修につきましては、先ほども

御答弁申し上げましたように一定の、今阪神・淡

路以降、耐震診断をして、そして全体的に校舎の

安全確保なり改善に取り組むようにと、それが補

助採択の前提であるということでございますので、

一挙に改修というところまで１２年度はいかなか

ったわけでありますが、それを前提といたしまし

て耐震診断を２校で実施をして、その結果によっ

て具体の大規模改修計画を立てると、実行してい

くという、こういう立場で現在進めているところ

でございます。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 今の答弁ではもう一つピ

ンと来ませんけども、子供たちが非常に悩んでる

んです。子供たちが学校のトイレによう行かんと

いうね。トイレ症候群というのは、これも何年も

前から言われてるんです。いまだにそういう状況

が続いているらしいんであります。父兄たちも非

常に悩んでおります。子供と一緒になって悩んで

おります。

市長は、この学校周辺をずうっと見て回って、

どういうふうな感じを抱いたのか、今の答弁では

もう一つピンと来てないように思われるんですけ

ども、どうでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 何度も申し上げますが、学

校施設整備につきましては教育委員会が中心とな

って行うものでございまして、私の立場はそれに

対して予算措置をしていくという立場であること

をまず御理解をいただいた上で、そういう現在の

状況等について御答弁申し上げたいというふうに

思いますが、おっしゃるようにこの教育環境が児

童に与える影響というのは非常に大きいというの

は私も同様でございます。したがいまして、でき

るだけいい環境で教育を受けていただくように努
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力しなければいけないというふうに思います。

特にトイレの扉の破損とか、あるいは器具の破

損とかいうことについては、自然に老朽化して破

損したものと故意に破損したものとあろうかとい

うふうに思いますけども、これらについてはこの

前議会からもさまざまな御指摘もちょうだいいた

しまして、１１年度補正予算等についても一定の

対応をいたしたところでございますし、１２年度

でも先ほど申し上げましたように、当初予算比で

増額をしているということでございますので、そ

の中でまず緊急に改善の必要のあるところからや

っていただくように教育委員会でお願いをしたい

というふうに考えております。

それから、あとは全体的に対応しなければいけ

ない部分も当然あろうかというふうに思います。

防水工事等は１２年度も一部計上いたしておりま

すけれども、さらにそれのみならず校舎全体とし

て改善、改修をしていかなければいけないという

部分につきましても順位を決めていただいて、当

面１２年度は２校でございますが、そこから耐震

診断から入って大規模改修へつなげていくという

考え方でございますので、これから教育委員会と

も十分協議しながら整備に努めていくようにいた

したいと考えております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 次に、南ルートの問題で

ありますけども、今回泉南市として３００万円の

調査委託の予算が出ておりますけども、近年の状

況を見ていますと、若干この南ルートもちょっと

明るさが出てきたかなという感じはいたします。

今後どういうふうに取り組んでいくのか、お聞か

せ願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この南ルートについては大

変歴史の長い話でございまして、前任者の時代か

ら大きな課題となっております。また、議会にお

かれましても数度にわたる要望決議なり要望書の

提出等をしていただきまして、行政、議会一体と

なってこの推進に取り組んできたところでござい

ます。

また、一つ一つ地歩を固めて、ベイエリアでの

グランドデザインの位置づけ、また臨海整備計画



への位置づけとか、そして昨年の５省庁による整

備計画にも盛り込みとか、着実に一歩一歩階段を

上ってきたわけでございます。

その成果がございまして、やっとこのたび平成

１２年度におきまして、運輸、建設両省を中心と

して、関係市・府県、それと関空会社が入って共

同調査ということにこぎつけたわけでございまし

て、これは大きな前進であるというふうに思って

おります。

特に私が評価をいたしておりますのは、運輸省

だけではなくて、建設省に入っていただいたとい

うことでございます。運輸省はどちらかといいま

すと、やはり鉄道とか空港とか船舶、これを扱う

ところでございますけども、やはり道路というこ

とになりますと建設省の所管に現在のところ属す

るわけでございます。将来は国土交通省で一緒に

なりますけれども、そういう中で建設省が加わっ

ていただいたというのは大変大きな成果でござい

ますし、心強いというふうに思っております。

そこで、まずこの調査を１２年度で行って、そ

して南ルートの必要性、あるいは具体の内容、中

身の検討まで入ればというふうに思っております。

それを受けて、今度は次のステップといたしま

しては、工法をどういう工法でつくるかとか、あ

るいは事業主体をどういう形にするのかとか、あ

るいはこのりんくうタウン側のアクセスとして南

ルートと接続する道路はどうするのか。ですから、

この周辺交通ネットワーク調査というのは、恐ら

くそういう受け皿も含めた全体的なネットワーク

の調査をされるものというふうに思っております。

したがって、もう一方の大きな課題となってお

ります紀淡連絡道路とも相まって、この南ルート

と、そういう大阪湾環状道路の形成、そして四国、

将来は九州も含めた太平洋新国土軸の形成という

大きな視点に立って今後考えていく必要があると

いうふうに思っております。

したがいまして、それらを実現していくために

は、必ずこの１２年度で行う調査を経ないと絶対

できません。ですから、そういう意味では建設へ

向けての第一歩であるというふうに認識をいたし

ておりまして、ぜひこれを具体に実現できるよう

に１つのステップといたしまして、全力で関係機
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関とも連携をとりながら努力をしていきたいと、

このように考えております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） それから、この全国民間

航空関係市町村協議会、これはどんなものなんで

すか、この中身は。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは全国にあります民間

空港所在地の自治体がそういう協議会をつくりま

して、特に環境問題でありますとか、あるいは経

済振興でありますとか、あるいは財政的な支援等

を関係機関にお願いをする、あるいはいろんな情

報交換をするという協議会でございます。

泉南市は、ちょっと入っておらなかったんです

が、今回加入をさせていただいて、特に航空燃料

譲与税等の配分といいますか、そういう関係も含

めての要望にも役立ててまいりたいというふうに

考えております。

○議長（嶋本五男君） 奥和田君。

○９番（奥和田好吉君） 次に、牧野公園の問題で

ありますけども、この問題については過去からい

ろんなことを聞いております。きょうは中身につ

いては時間の都合上できませんけども、この中で

防災計画の問題ですけども、もう少し具体的にお

聞かせ願えないでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 都市公園と防災という観点

で申し上げますと、これは公共空間でございます

から、特に市街地の密集したところの貴重な空間

ということでございますから、当然防災効果がご

ざいます。

ただ、今回のような、昔児童公園といいまして、

今は街区公園といいますが、比較的都市公園法の

中では一番規模の小さな公園でございますので、

地域密着型の公園ということでございますから、

防災効果が、近隣公園とかもっと大きなエリアの

ものに比べますと少ないというふうに思いますが、

しかし、今回つくります公園につきましては、保

育所それから幼稚園のちょうど前にあるというこ

とでございますし、緊急の場合当然そういう避難

の場所にもなり得ましょうし、それから先ほど申

し上げましたように、山手の市道と海側の市道と



をつなぐということによりまして、その延焼防止

効果も含めて、そして園路、それは通り抜けでき

る園路ということになります。

また、保育所、幼稚園に通われる方、踏切を渡

って来られるわけなんですけれども、そういう方

々が今までは公民館の前の道路を通って来られて

おったんですが、あそこはそこそこ車も通ります

し、山手の道路の方が交通量が非常に少ないとい

うこともございますから、山手を通ってきていた

だいたら、その公園から幼稚園なり保育所にアプ

ローチできるということで、園児、幼児の安全対

策にも資するものというふうに考えております。

街区公園でございますから、誘致距離が２５０

メーターの方々に対しての公園というのが、都市

計画法による街区公園の趣旨でございます。

○議長（嶋本五男君） 以上で奥和田議員の質問を

終結いたします。

次に、１１番 南 良徳君の質問を許可いたし

ます。南君。

○１１番（南 良徳君） 清和会の南 良徳でござ

います。平成１２年第１回定例会に臨み、清和会

を代表して市長の市政運営方針について、提案も

含め質問をしてまいります。

経済再生か財政健全化か選択が難しい中、まず

景気回復を本格的に軌道に乗せるための２０００

年度国の予算案が２月２９日衆議院を通過いたし

ました。一方、大阪府においても一般会計２兆９，

８５１億円とする予算案の発表がありました。一

日も早く予算を成立させ、景気回復を図らなけれ

ばならないと思います。

さて、４月から介護保険制度が導入されますが、

これからの高齢化社会で実際に介護にかかわる人

々が互いに支え合うのが基本精神であります。ま

だまだ諸問題はありますが、この制度を充実させ

ていく必要があります。

また、地方分権一括法も施行され、本市におい

てもその関連の条例改正が今議会に上程されます。

過去の国と地方の関係であった主従関係ではなく、

対等な関係とし、将来自立に向けた権限移譲の第

一歩であります。

こういった時期に、先般東京都が外形標準課税

の導入を発表いたしました。これは地方税法７２
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条１９である課税標準の特例による自主課税権で

あります。この課税については既に政府税制調査

会において検討されてきた問題でありますが、賛

否両論がある中、結論に至らなかったという経緯

もあります。しかし、各自治体の運営は待ったな

しの状況であり、石原知事はこの課税権を行使し

たわけであります。

本来の税を薄く広くという観点からの議論はあ

るものの、地方の権限、つまり地方分権の観点か

らは評価するものであります。従来、地方自治は

３割自治と言われ、国主導で、地方自治体は何も

考えずに画一的な施策を行ってきました。という

より、独自の施策を考えてはいけなかった、そう

いった時代でありました。しかし、これからはそ

れぞれの自治体のオリジナリティーを発揮してい

く時代だと思います。

国から地方に一方通行で発信されていたものを、

逆に地方から国に向けて発信しながら、ともに協

議を進めていく相互の関係を築くことこそ、地方

分権の姿であると理解しております。

本市においても、そういった関係で今般空港連

絡南ルートについて国の調査費を獲得する運びと

なりました。長年先頭に立って御苦労をされた市

長初め、市議会関係各位の御努力に対しまして敬

意を表する次第であります。

私は、「安全、安心、生きがいのある泉南市」

を市政の目標としていますが、市民も環境、福祉、

教育を初め、さまざまな分野において安全で安心

できる施策を望んでいます。そういった施策を推

進することにより、行政と市民という垣根を越え

て、市民の御理解と御協力をいただけるものと確

信しています。

以上のような観点から、大綱５点について質問

をしてまいります。

まず、環境問題であります。

行政も環境問題につきましてはさまざまな角度

から取り組んでおられます。私も公民館での環境

講座を１０回にわたり受講いたしました。今、環

境問題は地球規模で語られるようになってまいり

ました。地球環境問題については、オゾン層の破

壊、酸性雨、砂漠化等言われておりますが、とり

わけ地球温暖化については緊急の課題であります。



この問題では、地球温暖化防止のための国際会

議が１９９７年１２月に京都で開催され、二酸化

炭素などの温室効果ガスの排出削減について、２

００８年から２０１２年までの間に、９０年に比

べて６％減らすことを国際的に約束をいたしまし

た。

それでは、この二酸化炭素を具体的にどう減ら

していくのかということですが、本市においては

その対策の一環として、昨年７月より環境家計簿

を配布し、環境意識の向上を目指されておられま

すが、その成果についてお聞きいたします。

私もこの家計簿を見せていただいて、この内容

を継続してつけてくれるのかなという印象を持ち

ました。そこで、もう少し簡素化し、電気、水道、

ガス、ガソリン程度に絞り、年間金額をベースに

し、前年対比で大幅に節約された人数人を、環境

協力者として市長より表彰するような制度の方が

より成果が上がると思いますが、いかがでしょう

か。

環境問題２点目は、生ごみのリサイクルネット

ワーク化であります。ごみの減量化については従

来より取り組みをされていますが、４月からは容

器包装リサイクル法の完全実施に基づいて、プラ

スチック製容器、紙製容器の分別収集が始まりま

す。さらに、生ごみの減量化に取り組む必要があ

ります。

平成１２年度の泉南清掃事務組合の本市負担金

は５億２，５００万円であります。そのうち、じん

かい処理費分の本市負担金は約３億７，４００円で

あります。じんかいのうち生ごみと言われる厨か

いは、若干ばらつきはありますが、ごみ全体の約

２０％であります。そこで、この生ごみを５％削

減できれば経費的には１，８７０万円削減でき、焼

却によるダイオキシンもそれに伴って減りますし、

地球温暖化にも貢献できます。

それでは、具体的に５％をどのようにして削減

していくのかでありますが、既に施策として生ご

みを堆肥化する容器を、平成３年度からコンポス

ト５０５個、平成７年度からボカシ容器４９０個

の貸し出しを行っています。これらについては、

利用されている方のその後の調査では一定の評価

を得ていますが、数量の問題や容量に限界があり
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ます。そして、平成１２年度には生ごみ処理機の

補助制度が予定されていますが、対象は１００台

であり、購入に対するチェック体制の問題もあり

ます。

そこで、そういった問題をクリアし、５％削減

する方法として、公社の遊休地の利用や市内の休

耕地を２０カ所程度借り上げ、野菜や花をつくる

市民農園とし、そこに中規模の生ごみ処理機を設

置し、堆肥化された有機肥料をその市民農園で使

用すれば、受け皿づくりができます。野菜や花づ

くりは高齢者を中心に募集をし、つくる喜びを味

わうとともに、コミュニケーションの場になると

思います。場合によっては各学校にも協力を求め

ればよいと思います。そして、育った作物は自宅

で食べるなり、あるいは朝市を考えてもいいので

はないでしょうか。

以上が私の考える生ごみリサイクルネットワー

ク化ですが、市長のお考えをお聞かせください。

次に、生涯学習体制についてお伺いいたします。

私は、生きがいのあるまちづくりを考えるとき、

生涯学習がキーワードであると思っています。生

涯学習のまちづくりについて、臨教審第３次答申

の生涯学習の基盤整備として、生涯学習社会にふ

さわしい本格的な学習基盤を形成し、地域特性を

生かした魅力ある活力ある地域づくりを進める必

要がある。このため各人の自発的な意思により、

自己に適した手段、方法をみずからの責任で選択

するという生涯学習の基本を踏まえつつ、地方が

主体性を発揮しながら、町全体で生涯学習に取り

組む体制を全国に整備していくと述べられていま

す。

昨年の代表質問で生涯学習についての質問をさ

せていただき、市長の御答弁をいただきましたが、

行政の考え方と私の考え方に若干のずれを感じて

おります。そこで、今回も質問をさせていただき

ます。

先般、和歌山県南部町の山崎町長のお話を聞く

機会がありました。南部町は生涯学習についての

取り組みも早く、積極的に事業展開をされている

ようですが、町長は「みずから幸せを感じる人間

を育てるのが生涯学習である」と表現されました。

私も全く同感であります。



地方分権時代を迎え行政も自立しなければなり

ませんし、住民も自立をしていく努力をしなけれ

ばならないと思います。そして、住民一人一人が

自分たちのまちは自分たちの手でという自治の意

識を持つことがまちづくりの原点であり、そうい

った意識を持つためには学習をしなければなりま

せん。

そこで、お伺いいたします。本市においては、

今この生涯学習についての理念や目的がはっきり

していません。まず、理念、目的を明確にし、準

備段階として庁内で有志による勉強会を発足して

いただき、次に推進本部の設置、さらには協議会

等の設置、そして推進計画の作成へと段階的に取

り組んでいただき、それらを第４次総合計画にも

ぜひ反映させていただけるよう考えておりますが、

市長のお考えをお伺いいたします。

次に、子育て支援についてお聞きいたします。

少子化時代を迎え少子化対策事業を実施されて

いますが、未就学の子を持つ母親を中心に、子育

てに悩んだり、子育てと仕事の両立に悩んでいる

方が数多くおられます。そういった方々が自主的

にグループをつくって頑張っておられますが、行

政の支援を求めています。

本市においては、子育て支援事業を実施されて

いますが、さらに充実させ、そういったグループ

にも支援が必要と思いますが、どうでしょうか。

次に、空港連絡南ルートについてお伺いいたし

ます。

南ルートにつきましては、１９８６年から行政、

市議会が一体となって関係機関に要望を続けてき

ました。その結果、財政厳しい中、来年度建設省、

運輸省を初め各自治体が総額４，９００万円の調査

費を計上され、交通ネットワーク調査を実施され

ることになりました。それに伴って関西空港南ル

ート等早期実現期成会が発足するようですが、本

市がこの期成会の中心的役割を果たしていくこと

になると思います。この期成会は、均衡ある南近

畿の発展のため、空港連絡南ルートを初め、多様

なアクセス網の整備を目指すことを目的に設立す

るとなっています。私は、アクセスすることによ

りこの南ルートを市の将来の発展にどう結びつけ

ていくかが重要であると考えます。そういった観

－３５－

点から市長のビジョンをお聞きいたします。

この南ルートを災害時の空港アクセスの安定性

の確保という位置づけだけではなく、東京湾アク

アラインの「海ほたる」のような施設を建設し、

本市の観光資源とすべきだと考えますが、いかが

でしょうか。

先ほどから答弁にもありましたように、りんく

うタウンの海浜部に道の駅的な施設を計画されて

いるようですが、何々的というものより、この際

海の駅、私は竜宮城構想ということで考えており

ますが、そういった構想についてはどうでしょう

か。

次に、農業公園についてお伺いいたします。

平成１２年度では、進入路工事と水道引き込み

工事を計画されています。そして、本体事業とし

ては、平成１３年度、１４年度に着手することに

なると思いますが、昨年１２月清和会より事業内

容についての御提案をさせていただきました。

その内容は、１番目として財政面を考慮して事

業展開はＰＦＩを導入する。ブドウを栽培しワイ

ナリーを建設する。製品はエアラインでの採用、

関空レストラン、海の駅等でのワインバーの設置、

一般販売等とする。

２番目として、紀泉ふれあい自然塾整備事業と

の整合性を図り、相乗効果を考えるとともに集客

力を高める。ワイナリーにガラス工場、工房を併

設し、ボトルグラスの製造をする。バーベキュー

テラスを設置し、市内農水産物の提供販売をする。

３番目として、市民の体験、交流施設とする。

ブドウの栽培を通じてオーナー制度の導入やマイ

ワインの醸造を行う。収穫まではガラス工房でマ

イボトル、マイグラスを製作する。そうすること

によりリピーターの確保を図る。

以上の観点から、ワインにより泉南市をアピー

ルし、山間部の観光拠点とすることが可能である

といった御提案をさせていただきましたが、その

後どの程度まで御検討いただけたのか、お聞きい

たします。

最後に、行財政改革についてお伺いいたします。

平成９年度からの行財政改革大綱による行財政

運営が本年度で一たん終わります。実施されたも

の、あるいは実施に至らなかったもの、それらに



ついて今後検証され、改革案を検討されるようで

すが、新しく示されるまでにはかなりの時間が必

要だと思います。検証され、次に生かしていくこ

とは重要ですが、並行して違った方法も検討され

てはと思います。

昨年９月大阪府が行政評価システムを導入され

ました。この目的は、府政の質と効率化の追求、

府政の透明性の向上、府職員の意識改革となって

います。その流れとしては、まず現状把握として

事務事業の目的、対象、手段の明確化や成果指標

の決定等で、現状分析としては社会的ニーズ、府

民の満足度等であり、総合的判断として事務事業

の継続、拡大、見直し、休止、廃止と決定するこ

ととなっています。本市においても、こういった

システムを参考に改革に取り組まれてはと思いま

すが、どうでしょうか。

行財政改革を実施するに当たり、機構改革では

スリム化や従来の縦割り行政から総合行政に移行

させていく必要があります。また、同時に職員の

意識改革も必要ですが、この意識改革についてど

のようなお考えを持っておられるのか、お聞きい

たします。

私は、職員がテーマを自分で決め、アイデアの

提言や政策の提案等、それぞれの考えを述べてい

ただく機会をつくるため、毎年１回全員を対象に

論文を提出してもらうようにすればよいと考えま

すが、いかがでしょうか。

以上、大綱５点にわたり提案を含め質問をさせ

ていただきました。市長の御答弁よろしくお願い

申し上げます。

○議長（嶋本五男君） ただいまの南議員の質問に

対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 多岐にわたる御質問でござ

いますので、ちょっと順序が入れかわるかもわか

りませんが、お許しをいただきたいというように

思います。

まず、南ルートについて御答弁申し上げます。

新年度におきまして、国が中心となりまして地

元も参画した形で南ルートを含む関空周辺地域交

通ネットワーク調査が実施されることとなりまし

た。これまで本市が提起してきた政策や活動が着

実に理解と前進を得てきた結果だと思います。

－３６－

さて、現在の北ルートは絶えず機能停止の不安

定要因を抱えており、また上水道、電気、ガスな

どのライフラインについても心配な問題もござい

ます。さらには、沿道環境問題を考えた交通量の

分散化、地域間の相互連携を支援する交通軸の形

成、国際空港と一体となった広域交通体系の充実、

将来的な交通需要増加への対応などを考えると、

南ルートの必要性は大きなものがございます。

南ルートは、北ルートのリダンダンシー、つま

り代替機能と南近畿の発展のためということでご

ざいます。また、新年度におきましては、大阪、

和歌山両府県の自治体で期成同盟会のような組織

を設立する予定でございますが、南ルートを根幹

として多様なアクセス網、阪神高速道路湾岸線や

第二阪和国道の延伸、京奈和自動車道の早期完成、

紀淡連絡道路の早期実現等の整備を目指し、協議

調整、合意形成や要望、広報活動を行うこととい

たしたいと思っております。

とりわけ本市にとりまして南ルートは空港利用

者、空港従業員など、直接本市域へ呼び込むこと

ができるほか、りんくうタウンの活性化、連絡す

る沿道の利用やまちづくりも期待できるなど、市

域の発展には効果的な事業であると認識をしてお

ります。今後とも市議会の御理解を得ながら、空

港連絡南ルートの早期実現に向けて最大限の努力

をしてまいりたいと存じます。

また、関連をいたしまして、「海ほたる」等に

関した御提案も含めての御質問でございますけど

も、まずりんくうタウンにおきましては、御承知

のように企業立地を原則とするものでございます

が、公園緑地部分もあり、今後これらをどう整備

していくのかというのも重要な課題であります。

大阪府では、公園緑地部分でのにぎわいづくりと

集客のためにＰＦＩによるレストランを平成１３

年度に開設する方針でございまして、市もそれら

の近傍の地に道の駅あるいは海の駅的な施設を考

えているところでございます。

御指摘のように、神奈川県川崎市と千葉県木更

津市を直結する東京湾アクアラインについては、

首都圏の交通や産業の発展に大きく貢献しており、

また買い物、レジャーや住環境など、人々の暮ら

しをより便利に快適にしていますが、このパーキ



ングエリアとしての「海ほたる」なども参考に、

りんくうタウン南地区での集客等について研究し

てまいりたいと存じております。

「海ほたる」については私も見てまいりまして、

大変にぎわっている施設でもございますし、ちょ

うど東京湾を横断する中央付近にこの人工島があ

って、景観も含めて大変有用な機能を果たしてい

るというふうに考えております。ただ、これを当

地域に当てはめてみますと、いろんな制約もあろ

うかというように思いますし、今後できるだけ私

としても集客性のあるもの、また若い人たちが寄

っていただけるような施設を考えていく中で参考

にしていきたいというふうに考えております。

次に、環境問題のうちの環境家計簿についてで

ございますけれども、地球温暖化の主要な要因と

されております二酸化炭素の排出量を家庭で計算

するものでございます。環境家計簿をつけること

で、どのようにすれば電気やガスの消費量を減ら

すことができるか、節水を図ることができるか、

ごみの量を減らし、リサイクルを推進することの

重要さを認識していただくための啓発の１つと考

えております。

環境家計簿の記入によりまして、省エネのため

に生活を強制するものではなく、生活のむだを改

善してもらおうというものでありますので、環境

家計簿の記入項目のすべてを記入するのが最善と

は思いますが、無理せずにできる項目だけを対象

に記入していただき、その中から二酸化炭素排出

量の削減について考えてもらえればと思っており

ます。

環境家計簿の配布は、冊子で約７０部、また本

市が独自に開発いたしました表計算の環境家計簿

ソフトはフロッピーで約４０部、インターネット

からのダウンロードが昨年７月から９月までの３

カ月間で５４０件の利用をいただいております。

記入方法は、環境家計簿ソフトでは電気、ガス、

水道の使用量やごみ等の排出量を記入するだけで

簡単に二酸化炭素排出量を求めることができます。

また、冊子の環境家計簿を使用されている場合は、

わかりにくい点につきまして環境整備課で市民の

質問に応じる体制を整えておりますので、より多

くの市民の利用を期待をいたしております。

－３７－

続きまして、ガス、電気、水道の使用量削減効

果の大きい人に表彰制度の創設についてという御

提案でございますが、環境家計簿の記入から、そ

の効果として電気、ガス等のエネルギー消費量の

削減、ごみ等排出量の減量化が図られることは非

常にすばらしいことでございますが、二酸化炭素

排出量は家庭全体のエネルギー消費等を把握しな

いと、削減が図られたか否かの判定は非常に困難

でございます。

電気、ガス、水道は領収書等で使用量を確認で

きますが、例えば暖房にエアコンからファンヒー

ター等に変えた場合、電気使用量は削減され、灯

油の使用量が増加することとなり、全体として二

酸化炭素排出量の削減が図られたとは言いがたい

場合もございます。各家庭の生活の中からむだを

省き、エネルギー消費量を削減することは、家計

の節約に直接結びつくものであり、そのための動

機づけといたしましても環境家計簿がお役に立て

ていただけるものと考えております。

次に、エコ農園関係の御質問でございますけれ

ども、現在エコ農園につきましては樽井、浜の地

域でコンポスト、ボカシ密閉容器を使い、モデル

的に実施していただいております。また、新家の

東和苑周辺でもこの運動が展開されております。

平成１１年度にアンケート調査を行いましたが、

８０％の家庭でよい堆肥ができ、約６０％の家庭

で３分の１以上可燃ごみが減ったとの回答をいた

だいておりますので、生ごみを減量するには一定

の効果があると考えております。

また、本年４月からは電動型の生ごみ減量処理

機に対して一定の補助金を交付して、みずからが

減量することを促進するとともに、ごみ減量に対

する意識の高揚を図ってまいるところとしており

ます。この新しい取り組みを進めながら、今後も

各地域でのエコ農園の拡大が可能になりますよう

に検討をしてまいりたいというふうに思っており

ます。その中で我々行政の果たす役割については

一定きちっと果たしていきたいというふうに考え

ております。

次に、生涯学習についての御質問でございます

けども、週休２日制の拡大等に伴う余暇時間の増

大や高齢化社会の到来、ライフスタイルの変化な



ど、社会の成熟化に伴って生きがいや心の豊かさ

を求める人々がふえ、趣味、教養の分野での学習

活動への意欲や関心が高まってきているのが現状

でございます。

しかし、科学技術の急速な進展や国際化、情報

化の進展など、今日の社会は激しく変動しており、

絶えず新しい知識や技術、価値観が生み出され、

こうした変化に対応していくためには、生涯にわ

たって学習することが必要となってまいっており

ます。こうした中で、生涯学習は市民一人一人が

みずからの意思に基づき、自分に合った手段や方

法を選びながら、自己の充実はもとより、よりよ

い人間関係をつくり上げ、すべての人々が健康で

住みよいまちを築いていくことにも重要な役割を

果たすものと考えており、行政としまして、これ

らソフト面でのニーズ、学習のメニューづくりを

バックアップする必要があると認識をしていると

ころでございます。

現在、活動の拠点として公民館を中心にその役

割を果たしているところでありますが、今後公民

館、図書館、文化ホール、古代史博物館、スポー

ツ施設など、関連施設と連携し活用を図ってまい

りたいと考えているところでございます。

現在、泉南市には生涯学習推進計画と言われる

ものはございませんが、第３次総合計画には生涯

学習体制の整備をうたい、学校教育の充実と社会

教育の推進を掲げております。また現在、第４次

総合計画を策定中でございますが、生涯学習計画

は全庁的に取り組む必要があり、第４次総合計画

がある程度まとまった時点で内容を具体的なもの

にしていく必要があると考えておりますが、その

前段としてこれまで取り組んできた各部署におけ

る生涯学習関連施策について項目的、年代別等、

系統的な整理を行い、全体的な把握に努めてまい

りたいと考えております。

なお、新年度より行政情報をタイムリーに提供

するため、市の施策についての説明や講座を市民

の皆さんのお手元までお届けするせんなん伝市メ

ール講座、この「でんし」はエレクトリックの電

子ではなくて、当て字といたしまして「でん」は

伝達の伝、「し」は泉南市の市、要するに市のこ

とを伝えるメール講座として創設をいたしたいと

－３８－

考えておりまして、これは市民から約１０人程度

以上のサークル、グループ、あるいは自治会等も

含めて御要請があったとき、そのテーマに応じた

内容に対応できる幹部職員を派遣いたしまして、

講師あるいは話題提供をさしていただくというも

のでございまして、昼夜それから土・日も含めて、

祭日と年末年始は休みにしますが、情報公開とあ

わせて、書類だけではなくて声としての情報公開、

そしてメール講座を行ってまいりたいというふう

に考えております。

これも、ある意味では市民の方につきましても

生涯学習の１つの手段にもなり得るというふうに

思いますし、また担当する職員につきましても自

己研さんを当然しなければならないわけでござい

ますから、職員研修の一環にもなるというふうに

も考えているところでございます。

南議員、常々生涯学習に対して大変御熱心に活

動をされておられまして、先般も淡路島で行われ

ました生涯学習のそういう講座、セミナーに御参

加をされておられます。我々もいろいろ御提案も

含めて、今後ともさらに充実できますように、関

係部署合わせて全庁的に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、子育て支援事業についてでございますけ

れども、乳幼児時期は乳幼児が生涯にわたる人間

形成の基礎を培う極めて大切な時期にあり、この

ときに一人一人の子供の人格や個性が尊重され、

豊かな人間性がはぐくまれることは、その後の成

長にとって極めて重要であることにかんがみ、穏

やかな成長が図られるよう、発達段階に応じた適

切な養育、教育がなされなければならないと思い

ます。

本市におきましても、これまでの地域子育て支

援の取り組みを保育所、子ども支援センターで行

ってまいりましたが、住民の子育ての課題に対し、

さらに家庭や地域への子育て支援機能を充実して

まいりたいと存じます。

平成１１年度の子育て支援事業といたしまして、

保育所や幼稚園に入園せず家庭で子供を育ててい

る保護者への子育て支援を目的といたしまして、

市内５つの保育所で月１回の所庭開放、子ども支

援センターでは毎週水曜日にちびっこプラザを実



施しております。また、子ども支援センターでは、

市内の１８歳未満の子供や保護者の悩み、心や体

の成長発達面の心配事など、子供に関する相談に

対応する子供相談室を実施し、その相談件数は毎

年５００件以上となっております。

また、関係機関と共催して、今求められている

子育てに関することをテーマに子育てフォーラム

を開催し、好評をいただいております。

今後の子育て支援事業につきましては、以前の

ような取り組みをさらに充実させ、市内の保育所

に地域子育て支援センターを設置し、そのセンタ

ーを拠点とした親子遊びの広場、子育て相談、子

育てサークルに対する支援事業、子育て講演会等

の子育て支援事業を展開してまいりたいと考えて

おります。

市民の皆さんで子育て支援に大変御熱心に取り

組んでいただいているグループもあることは十分

承知をいたしておりまして、そういう方々の御意

見も十分拝聴してまいりたいと考えております。

次に、農業公園についての御提案の件でござい

ますけれども、議員所属の清和会からの御要望に

つきましては、農業の振興と一体となった地域活

性化の具体的かつ貴重な提案として受けとめてお

ります。

先日も新聞でも報道がありましたように、近年

の農業や自然との触れ合いを求めるニーズの高ま

りとともに、各地で農業公園が建設されておりま

す。また、泉南市におきましても、堀河ダム上流

に里山の活用、自然体験をコンセプトに紀泉ふれ

あい自然塾の整備が進められております。

このような中にあって農業公園の整備に当たり

ましては、施設の立地や地域の農業との関連など

地域の特性を生かした特色あるものにしていくこ

とが肝要と考えております。

本市の農業公園は、計画時から隣接花卉団地計

画と密接な関係を持ち、花を中心として農業と触

れ合える公園として事業を進めてきておりまして、

御提案のブドウ栽培は、市内では現在のところ実

績は余りございません。栽培する農地の確保や農

家の理解など課題も多いというふうには認識をい

たしております。

しかし、議員御指摘のとおり農業公園の魅力づ
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くり、特にリピーターを確保するために、市民を

中心に集客が得られる取り組みが何よりも重要と

考えておりまして、来ていただいた方々に参加し

て楽しんでもらえるような利用方策につきまして

今後も検討を加えてまいりたいと考えております。

今後事業を進めていく中で、また開園後におき

ましても、施設の設置目的や市民ニーズの変化を

踏まえまして、より魅力のある充実した施設とす

るために、さまざまな可能性について検討し、必

要なものは積極的に取り入れ、また将来的に可能

性のあるものは継続して研究していくといった姿

勢で臨んでまいりたいと考えております。

また、議員から御照会のありました、その後こ

のワイン計画について何か調査等したかというこ

とでございますけれども、大阪府内におきまして、

これは河内の方でございますけれども、河内ワイ

ンというのを製造されております。これは近鉄南

大阪線の駒ケ谷駅付近でこの生産が行われており

ます。市でいいますと羽曳野市になるわけでござ

いますが、ここは個人の醸造元が河内ワインを生

産しておりますのと、それから河内ワイン館とい

うものを設立いたしまして、広く公開をされてお

ります。こういう調査をいたしております。

それによりますと、この河内ワインの歩みでご

ざいますけども、羽曳野あるいは柏原付近はブド

ウの栽培が有名でございますけども、このブドウ

栽培は既に明治の中期から行われているというこ

とでございまして、このワインづくりは昭和９年

室戸台風がこのブドウ棚を直撃いたしまして大被

害が出たということで、それを契機に農業振興策

として、このワインづくりを提案して実践に踏み

切ったというふうに教えていただきまして、昭和

９年からの歴史があるということでございまして、

先ほど言いましたこのワイン館につきましては、

先般の平成９年にオープンをしたというふうに聞

いております。

ここは長い歴史のもとにこういうものが醸成さ

れてきたものというふうに思っておりますが、非

常に貴重な御提案ということで、我々もいろんな

ところからの資料収集も含めて、今後とも勉強を

してまいりたいというふうに考えております。

次に、財政運営の推進につきまして御答弁申し



上げたいというふうに思います。

厳しい財政危機に直面している本市にとりまし

て、財政的制約のもとで社会経済情勢の変化に的

確に対応した施策の再構築や新たな行政執行体制

を早急に確立していくことが極めて重要な課題と

なっております。

御指摘ありましたように、大阪府におきまして

は、既存事業を対象に、その意義や効果を原点か

ら点検する行政評価システムを平成１１年度より

導入し、評価作業に取り組んでいると伺っており

ます。

本市におきましても、事業につきましては平成

１１年度砂川樫井線事業、下水道事業、それから

準用河川柳谷川事業の３事業について事業再評価

システムを民間の方の御参加をいただいて行って

おります。それと、それ以外の行政評価システム

ということにつきましては、限られた財源の中で

社会経済環境の変化に的確に対応しながら、スリ

ムで効率的な市政を確立し行政サービスの向上を

図るため、施策、事業についてどれだけの活動が

できたのか、その活動によってどれだけの効果が

得られたのかを、できるだけ数値によって把握し

評価を行うことにより、事務事業の見直し等を行

っていくための重要なツールであると考えており

ます。

行政評価システムは、本市が行財政改革を進め

る上で大きな役割を果たすものと考えております

ので、今後御提案されましたこの行政評価システ

ムについては導入に向けて検討してまいりたいと

考えております。

最後に、職員研修のあり方の問題でございます。

職員研修の充実を図ることは、公務能率の向上

を図る観点から大変重要なことでございまして、

行政環境の変化に伴って複雑化、高度化する行政

需要に的確に対応するため、持続的、計画的に職

員の能力開発を行っていく必要があると考えてお

ります。

本市におきましては、職員の資質向上のため、

職場研修や派遣研修、職務上の階層に分けて実施

する階層別研修、特定の分野における高度の専門

的知識や能力を身につけるための専門研修、特定

の行政課題等について研究的な研修を行うための
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特別研修などを実施しているところでございます。

また、泉南市におきましては、既に職員提案制

度も制度化いたしておりまして、職員のいろんな

提案に対して一定の評価をするシステムができ上

がっております。今後ともこういう職員提案制度

をさらに活用できるよう職場環境の充実に努めて

まいりたいというふうに思います。

また、私も入庁後数年の職員と、研修の意味も

含めまして私との交流の場を持っておりまして、

若い職員の皆さんの考え方をお聞きするなり、ま

た職場でのいろんな悩み、あるいは提案、あるい

は相談等、そういうものも含めていろんな話し合

う機会を持っております。また一方、私の考えも

若い職員の皆さんにも理解をしていただくため一

定期間ごとにそういうことも行っております。

御指摘いただきました全職員に対して一定の課

題、あるいは自由課題を与えて、論文なり作文な

り徴収してはどうかという御提案でございます。

先ほども言いましたように、今回伝市メール講座

の講師として職員を派遣するということも新しい

職員研修の一環ではなかろうかというふうにも考

えておりますし、また御提案いただいたようなこ

とも含めていろんなケースをとらまえて職員の資

質向上に努めてまいるというふうに考えておりま

す。よろしく御理解を賜りたいと存じます。

○議長（嶋本五男君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 一通り御答弁をいただき

ましてありがとうございます。若干時間もござい

ますので、再質問的な形で質問をさせていただき

ます。私の質問をさせていただいた順に、市長の

答弁とまた若干違うと思いますが、よろしくお願

いします。

先ほどの１点目の環境協力者制度でございます

けども、確かに言われるように全体的に把握しな

ければいけないと、よくわかるんです。私も現物

を見せていただきました。ただ、これは毎月、毎

週といいますか、かなりの労力といいますか、は

っきり言って邪魔くさいと思います。普通の家計

簿も余りつけない時代に、果たしてこういった形

でつけていただけるかな、そういう心配をしてる

わけです。だから私は端的に何点かに絞ってと。

先ほどの中でありましたように、冊子としては



７０部、あるいはソフト４０部、ダウンロードが

５４０と、トータルしましても六百幾つという程

度ですね。やはり６万５，０００市民でございます

から、そういった意味ではより多くの方に環境に

対しての理解をしていただかなければいけない。

そのために果たしてこの家計簿が役に立つかとい

うことが一番の問題になってくるわけで、これは

どうも聞きますと、１，０００円とか１，５００円と

か、かなりの金額ということも聞いておりますし、

果たしてそういうことでこれを仮に全戸に配布し

たからというて、ポイとそこらへ置いとかれるん

が関の山かなと、そういった懸念を持っているわ

けです。

特に、この後の係数的にＣＯ２ の排出量が計算

されるようになっておりますが、アルミ缶である

とか、あるいはそういったペットボトル等々、０．

０幾つという程度で、やはり一番大きいのはガス

であるとか、あるいは電気、水道、ここらあたり

が一番のポイントだと思うんです。全体といいま

すと、先ほどの話じゃないですが、じゃこれを本

当につけてくれるのかという成果と、今言うふう

に１つはそういった意識の向上に役立つというこ

とからすると、私の申し上げてるような形は、経

費的にも表彰状を５枚書いていただいてもそんな

にかからないんではないかなという気もするわけ

です。

そういった意味で、今後の成果を見ながら今私

の申し上げてるような提案も御検討いただけるの

かどうか、再度御答弁願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど言いましたインター

ネットからのダウンロードについては、どなたか

らもアクセスできますので、市内とはちょっと限

らないと思うんですね、件数としては。市内の方

が多いかというようには思いますけれども、そう

いう御理解でお願いをしたいというふうに思いま

す。

それから、今また御提案いただきまして、もう

少し、確かに私もそれをあれしてますが、非常に

煩雑でございます。ですから、非常に熱心な方で

ないと継続してつけるのはなかなか困難だという

ふうに思います。ですから、おっしゃられました
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ようにもう少し特徴的なものに限って、またつけ

やすいものに限ってまず継続的につけていただく

というふうにもしないといけないのかなというふ

うには思っております。それはまた考えたいとい

うふうに思います。

それから、表彰制度云々でございますけれども、

ストレートにそういう制度にするかどうかは別に

して、今例えば日刊工業新聞なんかでは環境大賞

とか、そういうものを募集してやっておられます

けれども、ですからそういうのをつくる場合は、

やはり全市民を対象にして、そして自分は例えば

環境に対してこういうことをやった、あるいはや

っているというようなことを御提案なりいただい

て、その中から選ぶというのも１つの方法かなと

いうふうに思っておりますので、何か非常に熱心

に取り組んでいただいてる方に対して、少しでも

励みになるということができるようなシステムが

つくれないかどうかというのは、研究をしたいと

いうふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 今の件はひとつよろしく

お願いします。

次に、生ごみの件なんですが、先ほど谷議員も

ごみの減量化あるいは生ごみという御質問をされ

ておりましたけども、私は具体的に数字を挙げさ

せていただいたわけです。今までのいろんな提案

等でやるとかやらないとかいうことも含めて、や

はりほんとにやるということからすると、そうい

った数字的なものも考えていかないと目標を達成

できないんではないかなという危惧を持ちまして、

具体に来年度の泉南清掃の予算あるいはそのうち

のじんかい処理費等、この数字が合うてるか間違

ってるか私わかりません。というのは、総務費的

にこれが減ることによって、またかなり安全側と

いうか、多くの側に恐らく減るという認識でござ

いますので、ただ単純に出した金額が１，８７０万

ということなんですね。

市長、常々言われておりますように、やはりス

クラップ・アンド・ビルドというか、そういった

今現在の事業の見直しの中でいわゆるお金を捻出

していって新規事業に充てたり、あるいは節約を

したりと、こういうふうにしないと、今１００万、



２００万であっても、新規事業についてはできる

だけやめとこうというふうなときですから、そう

いった意味ではこの５％削減できればかなり大き

いウエートを占めるんではないかなと。そしてま

た、さらにはそういった経費的な面だけではなし

に、先ほど壇上からも申し上げたような形ですべ

てがよくなるんではないかなというふうな気がす

るわけです。

そういったことも含めて市長は検討するという

ことでしたけども、この際ぜひ検討していただく

のは結構なんですが、方法としてはいわゆる数値

も挙げて具体にこれだけ節約できるんだ、あるい

はするんだ、市民の協力はこうなんだというぐら

いのところまで詰めた御提案を施策をしていただ

かないと、ただ削減しますよとか協力してくださ

いという形で終わりますと、なかなかこういう形

では進んでいかない。

特に、１２月議会でしたか、東議員も言われて

ましたように市民農園、本来の市民農園というの

は法的な整備法等もございますが、そういった形

ではなしに、公社の遊休地あるいは現在の休耕地

を貸していただくということにすれば、決して無

理な話ではないのかなと。特にこういった関係で

すから、市独自でというよりは今現在、先ほどの

エコ農園というんですか、触れ合い農園とかいっ

て社協で一部触れ合い農園的なこともされてるや

に聞いております。エコ農園等については地区で

やっていただいてるようなことも聞いております。

そういうことも含めて、できましたら農協さん

なんかの御協力もいただいて考えれば、決して私

は不可能ではないと思うんですよ。ぜひ早急に検

討をしていただいて、ぜひ実現させていただきた

いんですが、今私の申し上げた中で問題点がある

ようでしたら逆に教えていただきたいんですけど

も。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ごみの量につきましては、

以前泉南清掃事務組合で炉の改造あるいは増設と

いうための調査をやったことがございます、数年

前でございますが。そのときのごみの増加量を推

計しているわけでございますが、現在におきまし

てはそれをかなり下回っております。これはやは
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りこういう社会状況、経済活動が若干停滞してる

ということもあるのかもわかりませんが、ごみの

量は当初予想したよりは少ない増加率で推移して

いるというのが現状でございます。ただ、なかな

か減ってはおりませんので、やはりふやさない、

減らしていくということが大切かというふうに思

います。

具体に目標値を定めてはどうかということでご

ざいますが、これは今度私ども新しい施策も、わ

ずかではございますが、やりますので、それを含

めて目標設定をしてまいりたいというふうに考え

ております。

それから、肥料等の今度は使う側ですね、需要

の場としていろんな御提案もいただいております。

いろんな法の問題もございますけれども、一部い

ろんな知恵を出してやっていただいてるとこもご

ざいますので、我々行政がある意味で仲立ちなり

することによって何とかクリアできないかどうか

という検討も今させておりますので、できるだけ

民地の借り上げについては知恵を出していきたい

というふうに思います。

また、私どもの公社保有地等の利用ということ

については、今公社の方でも、前も言いましたよ

うに３分割いたしておりますので、その中でそう

いういい意味で活用できるということであればま

たそちらの方も、これは公社なり市の方で検討す

ればいいことでございますので、検討していきた

いというふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 南君。あと４分です。

○１１番（南 良徳君） 先ほど生涯学習の中で御

答弁いただきまして、４月から伝市メール講座と

いうのを初めて私聞いたんですが、そういった講

座もされるということですが、恐らく出前講座的

に言われている講座かなと思いますので、充実さ

せていただいて、ひとつ頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

時間もございませんが、ここに注目すべき数字

が載った資料がございます。全国のまちの動きを

伝える都市データパックという東洋経済が発行し

ている資料でございます。これを見ますと、全国

６７０都市の中で成長力は泉南市が９位、それか

ら市場力としては１８９位ということが示されて



おります。

これは１９９０年、１０年前にそのときの順位

は、成長力については４３０位、それから市場力

については５７９位ということからすると飛躍的

なパワーアップをされておると思います。このペ

ースでさらなる御奮闘をされて、市長が申されて

おります２１世紀を夢世紀にということで、市民

の期待にこたえていただきますようお願いを申し

上げて、私の質問を終わります。

○議長（嶋本五男君） 以上で南議員の質問を終結

いたします。

３時３０分まで休憩いたします。

午後２時５６分 休憩

午後３時３３分 再開

○副議長（角谷英男君） それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。

次に、２５番 巴里英一君の質問を許可いたし

ます。巴里議員。

○２５番（巴里英一君） 第２翔政会の巴里英一で

す。議長より発言のお許しをいただきましたので、

幹事長としての立場から、平成１２年度第１回泉

南市議会定例会に当たり、向井市長の市政運営方

針について代表質問をしたいと思います。午前よ

り３名の市政方針について質問がありましたので、

重複の点もあろうかと思いますが、その点よろし

くお願いを申し上げます。

さて、今私たちはかつて経験したことのない未

知なる世紀、２１世紀、千年紀へと入りました。

国際的には、人権、環境、平和、貧困克服へ我が

国の責任と努力が求められております。しかしな

がら、今もなお国内は平成不況から抜け出せずに

いる我が国は、その責任を果たせるのでしょうか。

１２年度の国家予算は総額８４兆９，８７１億円で

すが、税収不足により３２兆円の国債を発行して、

そのうち赤字国債は２３兆４，６００億円でありま

す。何とか編成された予算であります。

国債の発行は、総額において現在国と地方自治

体を含め残高は今や６４５兆円と言われておりま

すが、その利子だけでも年間約２０兆円にもなり

ます。ちなみに、１２年度における税収見込みは

４７兆円程度と言われており、１３年度の予算編

成は政府として今年度以上に厳しいのではないか
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と思います。

このような多額の国債を発行し、国家予算を組

まなければならないほど大変な財政状況にあるこ

とと同時に、地方自治体の我が泉南市も同様厳し

い財政、市政運営を強いられることにならざるを

得ないと思いますが、その点いかが認識されてい

るのでしょうか、御意見、考え方があればお示し

願いします。

また、政府の経済政策のあり方、雇用不安の払

拭、低迷している消費の拡大、民間の本格的な景

気回復を呼び込む経済対策が求められているとの

市長の考えについても、私は同意するところです。

しかし、先ほども述べたように、厳しい国家財政

の現状を見ると、根本的な財政と運営システムの

変更、例えば地方分権とともに地方自治体へ課税

権付与も検討する必要があるのではないでしょう

か。と同時に、国家財政の立て直しとともに、不

況への経済対策、増大する企業倒産とリストラ、

実質５％と言われている失業者、国民の生活レベ

ルの低下など、先行き将来への不安感が多くの市

民の中にあり、その不安感払拭へ一日も早い景気

回復が期待されており、そのことが緊急の課題で

あることはさまざまなデータでも明らかにされて

いるところであります。

さて、本年度の泉南市の予算総額は３８４億４，

１９０万３，０００円となっており、そのうち一般

会計分は２０７億９，３８０万円、約２０８億円弱

で編成されておりますが、本方針にもありますが、

「水・緑・夢あふれる生活創造都市」泉南を市長

は１期目のスローガンに掲げ、２期目は２１世紀

のキーワードとして「人権、環境、福祉、教育」

テーマの実現へ、厳しい財政の中、運営に努力さ

れていることに対して敬意を表するものでありま

す。

市政方針において市長は、第１点、安心して住

めるゆとりと安らぎのあるまち。第１で、安心し

て住めるゆとりと安らぎのあるまちとして、「住

環境の整備」と「安全で便利なまちづくり」の整

備としての２点。第２で、豊かな人間性をはぐく

む教育と文化のまちとして、「生涯学習体制の整

備」とともに、「差別のない社会の実現」と「市

民文化の創造」の３点。第３で、健康と思いやり



でいきいきと暮らせるまちとして、「市民の健康

づくり」と「福祉都市の実現」の２点。第４で、

空港とともに産業が栄える活力のあるまちとして、

「農林水産業の振興」と「商工業の振興」ととも

に、「健全な産業活動の展開」の３点。第５で、

市民参加で未来に生きるよろこびのまちとして、

「市民参加のまちづくり」と「計画的な行財政運

営の推進」の２点の、大綱５点１２項目にわたっ

て本１２年度の市政方針が述べられており、その

熱意と決意は多とするところであります。

さて、市長は泉南広域行政推進協で新広域行政

圏計画の策定を進めているとのことですが、今後

どのような方向へ進めようとしておられるのか。

また、間もなく施行される地方分権法とともに、

広域行政の１つでもあります市町村合併について

昨年もお聞きいたしましたが、現在国内で１４、

４１市町村で広域合併協議等を検討されており、

また府下でも守口、門真両市が合併を目指し連盟

を結成されたことは、２月２９日付の読売新聞で

御承知のことかと思いますが、地方分権、広域行

政の流れから見て、どのようにお考えをお持ちな

のか、改めてお聞きいたします。いかがでござい

ましょうか。

２点目といたしまして、１２項目の施策の実施

は、経常収支比率、起債比率、収税率等の状況を

見ると、厳しい財政運営、施策遂行にならざるを

得ないのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。また、平成９年から始めた行革大綱に基づ

く行財政改革はこの３年間で目標どおりの成果を

得たのかどうか、お伺いをいたします。

次に、介護保険と医療問題ですが、特に本年４

月１日から実施される介護保険制度は、我が国の

保険、医療のあり方、制度の問題だけでなく、財

政面と少子・高齢化時代の到来をも見据えた制度

でなければなりません。今なすべきことは、市民

への負担、サービス内容と制度をきちっと説明し

理解を得ることと同時に、安心して老後が送れる

システム、制度づくりが求められているところで

あります。

そのことは、国と地方自治体また政治の責任で

あると言えます。しかし、いまだこの介護保険制

度への理解、サービス内容や審査、認定の方法、

－４４－

施設入所、負担などに市民は不安感を抱いており、

市民のこの不安感を除くことが大事と思いますけ

れども、その点いかがでしょうか。

また、このことについて市長会などで議論をさ

れましたか。されたとしたら、どういった点を議

論されたのでしょうか。また、大阪府や国に対し

要望等をされたのかどうか、あれば御答弁をくだ

さい。

次に、南ルートについてですが、南ルート架橋

は、今は亡き平島仁三郎前市長の悲願でもありま

した。議会として市長とともに実現に向けて国及

び大阪府を初め関係諸機関に長年要望、要請を行

ってきたところですが、市は今１２年度予算に３

００万円、また期成会設立へ４７万円を計上され、

運輸省、建設省を初め関空、和歌山県や関係市町

の協力で、南架橋ルート周辺の交通ネット等に調

査費４，９００万円がつけられたことは評価すると

ころであります。この点を踏まえて、市長として

今後の方向、方法についてどのように進めていか

れるのか、「南ルートアクセス」についてお示し

をください。

さて、１の安心とゆとり、安らぎへの住環境の

整備は、良好なまちづくり、都市計画の面からも

大切なことですが、今自治体、民間を問わず、ご

み、産業廃棄物処理問題、ダイオキシンやＣＯ２

、車などによる排ガスの低減化へ取り組まれてお

りますが、それ以外にも森林破壊による砂漠化の

進行、そのことによる地球温暖化が世界各地で異

常気象による災害を引き起こしております。その

ことへのいろいろな取り組みが大事ですし、地球

環境を守ることは人類の生存にかかわる重要な問

題であります。

当面はリサイクルの方法や分別の徹底、ごみ減

量化、リサイクルへの啓発等、今以上の努力が必

要かと思います。また、リサイクル方法や環境問

題解決への早急な技術開発が求められております。

ちなみに、全国の産業廃棄物量は年約４億トン

とも言われております。これは一般廃棄物の約８

倍であり、そのためにも廃棄物トラブルは全国で

二百数十件起こっております。厚生省試算では、

あと数年で処分地が満杯になると、こういったこ

とが言われております。そういった意味で、当面



はリサイクルの方法や分別の徹底、ごみ減量化、

リサイクルへの啓発等、今以上の努力が必要かと

思います。

こうして述べたように、そういった意味からも

天然ガスステーションを設置し、低公害車導入へ

の予算計上は、少なりとはいえ評価するものであ

ります。ダイオキシンやＣＯ２ 、分別収集の徹底、

汚水処理、安全な上水の確保、公園を初め市民憩

いの場所の整備など市の対策、施策は多岐にわた

っており、財政的にも大変なことだと思いますが、

最小の経費で最大の効果を上げる努力をされ、さ

らなる効果のある施策の遂行について、その点の

考えも含めて御答弁をお願いいたします。

次に、２項目めの安全で便利なまちづくりにつ

いてですが、１９９５年１月１７日朝６時前、大

地震が起き、一瞬にして町が崩壊し、多くのとう

とい生命と財産が失われ、５年たった今もなお心

に受けた傷はいやされていないでしょう。震災直

後の町の姿は、私には爆撃による破壊された戦争

直後の町を見る思いであったことが今も記憶にあ

ります。

この阪神・淡路大震災被害に遭われた人たちへ

の思いとともに、市長の言われる教訓を生かした

災害に対応できる安全なまちづくりは、強いまち

づくりと理解してよいのかどうか。そのための対

策として耐震診断を実施されるわけですが、当初

予算ですべての施設を診断できないと思いますが、

具体的な実施基準はどこに置かれているのか、ま

た年度継続で実施するとしたら、その年数と経費

はどの程度かかるのか、お示しを願います。

また、消防車や車庫整備、防災、災害体制の整

備、水と食糧備蓄などいかがでしょうか。これは

先ほどお答えになったかと思いますので、必要で

あれば御答弁いただいて結構でございます。

さらに、生活道路も含めた安全、安心、弱者に

優しい道路網の整備や秩序ある開発への行政指導

のあり方などお示しください。

２の豊かな人間性をはぐくむ教育と文化のまち

であります。

その第１項目、生涯学習体制の整備ですが、こ

こ数年来、少子・高齢化の言葉をよく見聞きしま

すが、高齢者を大切にしているかのように見えま
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すが、私にはむしろ逆に見えます。人は年齢に関

係なく目標、目的があり、自分を必要とされてい

ると思える地域社会づくりが最も必要なのではな

いでしょうか。

昨年、６０歳以上であることを条件で雇用し、

その社会経験を経営に生かし実績を上げている企

業がルポ、放映されておりました。その方向と若

干異なりますが、最近大手企業においても退職者

の再雇用の動きが出ております。

もちろん多くの情報や学習機会、場所の提供は

その意欲のある市民にとってよい施策であると思

います。また、教育施設の充実、保守と維持、少

年の非行化防止への対策や、ゆとりと国際性を身

につける語学機会や交流の取り組みをもう少し広

げてはいかがでしょうか。

そういった意味でも、生涯学習の拡大、充実、

趣味や技術、知識や語学、語り部のような、市民

が持っていながら使われていない技術や知識など、

人材バンクのように登録していただいて役立てる

ような制度づくりはいかがでしょうか。ある意味

では学校空き教室の開放などを視点に入れて、あ

ればお答えをいただきたいと思います。

なお、ちなみに９９年度の不登校児童総数は１

２万８，０００人と資料によって報告されておりま

す。

また、２項目の市民文化の創造についてですが、

市長は、成熟社会を迎え人々の価値観は機能性、

効率性から、心の豊かさ、生きがい重視へと変化

しているとの認識を示されていますが、それだけ

でなく現在のストレス社会では、いやしとゆとり

ある生活ライフを求めているのではないでしょう

か。そういった点からも芸術文化、創作やボラン

ティア活動などへの資料や情報、施設の提供、支

援が今以上に必要ではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

さて、毎年鳴滝地区で解放文化祭が開催され、

在日外国人や地区内外から多くの市民の参加で、

歌や踊り、音楽、食べ物や子供たちの手づくりお

もちゃの販売や、識字を初めさまざまな作品の展

示などで飾られ、成果を得ております。そういっ

た文化に対する人々の理解と高まりは、まさに人

間性の回復ではないでしょうか。



私は、昨年９月議会で大綱第１点目の質問で、

生活に深く結びついた泉南の伝承文化について、

その認識と取り組みについて市長にいたしました

ところ、今１２年度予算化されましたお礼ととも

に、伝承文化についての理解について敬意を表す

るところであります。ありがとうございました。

望むのは、市制３０周年の記念イベントのみだ

けで終わらせることなく継続的に取り組んでいた

だき、市民参加の中心的役割を担うような事業に

育てていただければと思いますが、その点いかが

でしょうか。

次に、その３項目めの差別のない社会の実現に

ついてですが、市長就任以来我が国の最も恥ずべ

き部落差別を初め障害者、在日外国人、女性問題

などの人権侵害、その解決へ強い決意を持って取

り組まれてまいりました。１９９５年（平成７年）

６月１日施行された「泉南市部落差別などあらゆ

る差別の撤廃と人権擁護に関する条例」、いわゆ

る人権条例の制定は、我が市にとって市長の人権

に取り組む強い決意と意志の表明であり、そのこ

とに私は強い感銘とともに支持をするところであ

ります。

さて、憲法や国際人権規約、女子に対する差別

撤廃条約、児童に関する条約など国際条約は多く

ありますが、こういった条約締結国はもう現今で

は１５０カ国を超えており、人権は２１世紀のキ

ーワードと言われているのはこのためでもありま

す。本年の市政方針のこの部分の記述は、昨年の

結果と効果を踏まえてきちっと表現すべきだった

と思います。その点は少し弱く感じますが、いか

がでしょうか。

さらに、児童、幼児虐待やいじめは、まさに人

権問題以外の何物でもありません。この問題は、

行政や教育委員会だけで解決できるものではあり

ません。親や教育関係と地域社会との三者一体と

なった息の長い取り組みより方法がないのではと

思います。学力の問題もあると思いますが、自分

の目指すもの、夢を持たないというか持てない社

会なのでしょうか。私たち大人の姿勢や現状の社

会システム、政治の責任もあると思いますが、お

考えがあればお示しください。

次に、３項の健康と思いやりでいきいきと暮ら
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せるまち、４項の空港とともに産業が栄える活力

のあるまち、５項の市民参加で未来に生きるよろ

こびのまち、この３大綱について、重複する部分

もありますので、そのところを省き要点質問とい

たしますので御了承ください。

さて、市民の健康づくりについてですが、社会

生活をする上において最も大切な要素です。市民

の健康度アップは、その事業と施策充実は市民の

健康を守るだけでなく、国保会計にも寄与するこ

とにもなります。そういったことから、済生会泉

南病院を核に特別養護老人ホームや医療、保健の

医療ゾーン総合ネットワーク化への施策早期遂行

は期待するところであります。

また、さきに述べましたが、介護問題、特に在

宅介護サービスや認定のあり方、ケアマネジャー、

ヘルパーなど、民間企業間による評価とサービス

のばらつきが支援、入院、入所などに出ないでし

ょうか、こういった点で懸念するところでありま

す。

街かどデイハウス事業についてですが、昨年か

ら要望してまいりました地域の在宅老人に対する

援助、支援ですが、１２年度はどの程度考えてお

られるのか。また、今後の方向についてお示しを

ください。

農林水産と商工業振興についてですが、市長の

「水・緑・夢あふれる生活創造都市」のスローガ

ンにマッチする施策の１つとして農業公園整備事

業は理解をいたしますが、林業や林道の整備、ま

た漁業振興と環境整備など、財政的に厳しい中、

大変かと思います。特に農業公園は今後の農業の

あり方、方向に影響を与えるのではないかと思い

ますが、その点いかがでしょうか。また、観光農

業公園の考えなどおありでしょうか、お伺いをい

たします。

次に、商工業についても現状は長い経済低迷で

先の見えない状況にありますが、市内の中小商業

者はどのような状態にあるのでしょうか。市とし

て利子補給や退職者共済、掛金の一部助成など事

業をされていますが、産業の低迷は雇用や市財政、

税収に影響を及ぼしております。ここ数年来の数

値はどのようになっているのでしょうか、今後の

ビジョンなどお持ちでしたらお示しください。



最後に、市民参加のまちづくりについてですが、

地方自治の論議については別の機会に譲るといた

しましても、市民が市政に関心を持ち参加するこ

とは、行政や私たち政治をする者にとって歓迎す

るものであります。

まず、入札制度についてですが、価格の上限、

下限の事前公表について試験的に導入されて２カ

月ですが、以前より平均入札額が高いようです。

その点についていかがでしょうか、お伺いします。

次に、４月より施行される「泉南市情報公開条

例」は、市民の知る権利の保障だけでなく、市政

への関心を高める役割をも果たすのかどうか期待

していますが、他市における条例施行後の実態に

ついてどのようになっているんでしょうか、わか

っておれば御答弁ください。

さて、最も大事なことは、このような市に住ん

でみたいと思うまち、そのようなまちづくりは思

想なくしてはつくれません。都市計画はその思想

実現への方法であります。人はいにしえよりそれ

ぞれの土地、環境に合わせて都市計画を立ててま

ちづくりをし、今も文化遺産として残されている

のを見ると、改めて計画の大切さを知るところで

す。その意味でも総合計画策定に当たって、この

風土を生かしたまちづくりを願うところでありま

すが、その点いかがでしょうか、あればお示しを

願います。

以上で代表質問の要旨を終わりますが、御答弁

をいただき、時間があればまた自席から再質問を

いたさせていただきます。御清聴ありがとうござ

いました。

○副議長（角谷英男君） ただいまの巴里議員の質

問に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 巴里議員の御質問に順次お

答えをしていきたいというふうに思います。多岐

にわたっておりますので、順位等お許しをいただ

きたいというふうに思います。

まず最初に、国の国家財政あるいは泉南市も同

様でございますが、各地方自治体の非常に厳しい

行財政状況についてどう認識しているかというこ

とと、意見、考えがあればということでございま

すが、まず国家財政については、御承知のように

大変な国債発行残高を抱えておりまして、世界的
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にも本当に憂慮すべき事態だというふうに思って

おります。一方では景気回復というための投資も

せざるを得ないという状況でございまして、どち

らを優先するかというのは大変難しい問題かとい

うふうに思いますが、いましばらく景気回復に最

大限の努力をしていただいて、一方では行財政の

改革といいますか、これらの事柄にも十分取り組

んでいただきたいというふうに思っております。

我が泉南市におきましても、先般来からの御質

問にもお答えしましたように、非常に厳しい状況

がここ数年続きます。公債の償還残高の償還が平

成１３年、１４年ぐらいにピークを迎えますので、

ここ数年が正念場というふうに思っておりまして、

いち早く３年前からこれらに取り組んでまいりま

して、一定の成果が上がったものというふうに思

っておりますが、なお今後とも身を引き締めてか

からなければいけないと思っているところでござ

います。

次に、行財政改革のこの３年間の成果というこ

とでございますが、この３年間で約１０億円程度

の縮減が図られたものというふうに思っておりま

す。また、事業につきましても、朝方も御答弁申

し上げましたように、ここ一、二年、今後もそう

なんですが、投資的経費については一応２０億円

程度を１つのめどとして今後とも進めてまいりた

いというふうに思っておりまして、平準化をして

いきたいというふうに考えております。

なお、この中で１つ当初目標に至らなかった経

常収支比率については非常に残念に思っておりま

すし、その原因については改めて分析をしたいと

いうふうに思いますが、ここ１１年度については

相当改善が見込まれておりますので、今後とも少

しでも下げる状況をつくってまいりたいというふ

うに考えております。

次に、介護保険についての市民の不安を除くこ

とが大切だというふうに思いますが、いかがでし

ょうかということにつきましては、まさにそのと

おりでございまして、私どもも介護保険の適用に

なられた方、あるいは先ほどもありました自立判

定をされた方々につきましても、現在の福祉水準

を低下させないような施策を講じてまいりたいと

考えております。



ただ、介護保険との整合性もございますので、

一定の御負担をいただくということになろうかと

いうふうに思いますが、その同じ負担率のもとで、

自立の皆さんにおかれましても十分その方の意向

も踏まえまして、低下させないように努力をして

いきたいというふうに思っておりまして、１２年

度においてもその計画をいたしております。

また、市長会等でこの介護保険についていろん

な議論がされたかと。また、国や府に対していろ

んな要望をされたかということでございますが、

当然市長会におきましても最大の懸案でございま

して、特に福祉サービスの問題もさることながら、

我々はこの保険事業を運営をしていかなければい

けないといういわゆる経営者の立場にもあるわけ

でございますので、それらの不安について特に大

きな問題指摘がございました。そして、国・府に

対しまして何度となく介護保険制度の円滑な導入、

あるいは介護保険制度の円滑な導入のための支援

について、あるいは介護保険制度の充実について

等々、毎年申し入れなり要望をしてきたところで

ございます。

政府もどちらかといいますと走りながら考えて

いるというような状況であったわけですが、当初

から見ますと、いろんな施策の追加なり、あるい

は助成制度が出てまいりまして、それらについて

は一定の評価をするわけでございますが、しかし

ながら、なおこの運営については一定の不安をぬ

ぐい切れないというのが正直なところでございま

す。

次に、南ルートの問題でございますけれども、

この南ルートについては昭和６１年ごろから強く

国または府を通じて要望してまいったところでご

ざいまして、今回初めて国とそれから府県、そし

て地元市、関空会社が入った形で調査が行われる

ことになったということで、これは常日ごろから

議会、行政一体となった要望活動が実を結んだも

のというふうに思っております。しかし、これは

あくまでも出発点でございまして、今後この調査

をもとにいかに実現させていくかということが大

きな課題でございます。

その中で、私といたしましても、この調査をも

とに実現へ向けて推進していくためには、どうし
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ても周辺自治体一体となった取り組みが必要と考

えておりまして、今回５市８町、府県を越えて期

成同盟会を設立する運びとなったわけでございま

す。私が各市町を回りましてお願いをし、そして

その必要性をお話を申し上げてきたわけでござい

ますが、皆さん快く御理解をいただいて今回立ち

上げをするということになった次第でございます。

新年度の早い時期にこの設立総会を行ってまいり

たいというふうに考えております。

次に、環境問題での低公害車の導入についてと

いうことでございますが、当面この市役所駐車場

で簡易型の供給ステーションの設置と、市長部局

で２台の低公害車の導入を図ってまいりたいとい

うふうに考えておりますが、今後とも買いかえの

時期を踏まえまして順次ふやしてまいりたいとい

うふうに考えております。また、出先機関につき

ましても私の方針を十分伝えて、それぞれの機関

で買いかえ等を行う場合には、この低公害車の導

入も図っていきたいというふうに考えております。

それと、ダイオキシン初めＣＯ２ 、あるいはご

みの減量等で財政的にも大変な時期でございます

けれども、最少の経費で最大の効果を上げる努力

をするようにということでございますが、まさに

そのとおりかというふうに思います。２１世紀は

環境の時代ということを十分踏まえまして、あら

ゆる視点からのアプローチを考えてまいりたいと

いうふうに考えております。

最近、環境会計の導入ということも１つ注目さ

れております。環境対策に投じる予算、投資額、

それとその効果をできれば数値的にあらわすとい

うものでございますが、各企業において既に取り

組みつつあるところもございます。我々もこれか

らそういう環境会計の導入も含めて検討をしてま

いりたいと考えております。

それから、災害に強いまちづくりというのは、

災害に対応できる安全なまちづくりは強いまちづ

くりと理解していいのかということでございます

が、当然ハード面については最新の耐震設計に耐

え得るものに変えていかなければならないという

ふうに思っておりますが、ハード面だけではなし

にソフト面としてもやはり重要かというふうに思

いまして、地域での自主防災組織の立ち上げとか、



あるいは我々職員が何をなすべきかという初期初

動体制の確立を１２年度で行ってまいりたいと考

えております。

それと、耐震診断の具体的な実施基準はどこに

置いているのかということでございますが、平成

１２年度では住宅２件、そして学校、教育施設で

２件を行いたいというふうに考えておりますが、

この実施基準はやはり設計基準の古い時代のもの

からできるだけ対応をしていきたいというふうに

考えております。いわゆる経年の古いものから１

つの目安にしてまいりたいと考えております。

また、年度実施するとしたら、その年数と経費

はということでございますが、これは一般公共施

設も含めますと、大変時間のかかる話と莫大な経

費がかかるというふうに思っております。したが

って、今ここで何年度までにすべてこれらをクリ

アできるかというのはなかなかお示しできないわ

けでございますが、１２年度から初めてこの耐震

診断に入るということの評価をいただきまして、

先ほど言いましたような実施基準に基づいて順次

改善に努めてまいりたいと考えております。

また、消防車庫あるいは消防車等の整備、それ

と備蓄状況ということでございますけれども、消

防車については今回も買いかえも含めて整備をし

たいというふうに思います。消防車庫の整備につ

いては、今回樽井地区にあります樽井分団の建て

かえとあわせまして、耐震型の防火水槽の設置も

一緒に行うことといたしております。

また、備蓄につきましては、りんくうタウンに

あります南部防災拠点として、大阪府の広域の備

蓄と、それから市の備蓄を一緒に行っております

けれども、泉南市におきましても毎年その充実に

努めているところでございまして、例えば飲料水、

乾パン、それからサバイバルフーズ、懐中電灯、

ろうそく、発泡スチロール容器等々、大阪府にお

いてはアルファ米、高齢者用の食品、粉ミルク、

それと毛布、哺乳瓶、おむつ、生理用品、簡易ト

イレ等、毎年充実をしてきておりますので、今後

ともさらに充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

また、弱者に優しい道路網の整備や秩序ある開

発への行政指導のあり方ということでございます
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けれども、福祉のまちづくりに沿いまして、特に

歩道の段差の解消でありますとか歩道の設置であ

りますとか、現在市あるいは府道においては府の

方で整備をいたしております。今後ともさらなる

充実を図ってまいりたいと思います。また、民間

開発への行政指導につきましては、本市の開発指

導要綱によりまして適正な内容で開発をしていた

だくように指導をいたしております。

次に、生涯学習の立場からいろんな市民の持っ

ている技術や知識などを人材バンクに登録しても

らうような制度はどうかということでございます

が、これは現在既に公民館、教育委員会におきま

してもこの登録制度をスタートしておりますし、

また市長部局におきましても、この人材バンクの

登録をしていただいておりまして、かなりの方に

登録をしていただいておりますので、今後はこう

いう登録いただいた方をいかに活用をさせていた

だくかということになろうかと思いますが、平成

１２年度で地域学習という制度で新たにこういう

身近におられるいろんな知識や技術をお持ちの方

に、教育の場でもひとつ活用をさしていただこう

というふうに考えております。

また、空き教室等の開放ということでございま

すが、泉南市の場合、身近なこういう生涯学習に

使える施設というのは結構あるというふうに思っ

ております。特に老人集会所等のそういう施設が

各地域に非常に充実した形で現在ございます。で

すから、そういうところも含めて利用をしていた

だくというのも１つでございますし、またどうし

ても足らないということであれば、こういう教育

施設の一部も開放するとか、あるいは幼稚園等を

開放するということも考えていきたいというふう

に思います。

次に、市民文化の創造ということについての芸

術文化、創作やボランティア活動などへの資料や

情報、施設の提供、支援が今以上に必要ではない

かということでございますが、泉南市の文化協会

を初め市民文化の創造につきましては大変活動を

していただいてるというふうに思っております。

そういう意味でいろんな情報の提供なり、あるい

は施設の提供。施設の提供についてはどうしても

いろんな利用目的、制度に拘束されがちでござい



ますが、私は市民の要求するものについて市の施

設というのはできるだけソフトに広げて考えられ

ないかということを担当にも申しておりまして、

できるだけいろんな活動ができるように知恵を出

していきたいというふうに考えております。

それから、市制３０周年記念事業としての取り

組みとして、今回予定をいたしております伝統文

化の継承の問題でございますけれども、これは昨

年議員からも御指摘いただきまして、私もこの重

要性については認識を同じくしたところでござい

まして、早速ではございますが、３０周年記念事

業の１つのイベントとして、この伝承文化の継承

ということをとらまえ、一定の市民参加のもとに

行うというふうにいたしております。

なお、今後やはり継続的に行っていく必要があ

るのではないかということにつきましては、その

とおりでございまして、毎年というわけにはいか

ないかもわかりませんが、継続的に定期的に行え

るように努めてまいりたいと考えております。

また、差別のない社会の実現ということにつき

まして、ことしの市政運営方針では昨年より若干

弱い感じがするところがあるのではないかという

ことでございますが、表現はそういうふうにお感

じになられるところがあれば、今後我々の表現の

仕方としてもう少し改善をしていきたいというふ

うに思いますが、私の考えておりますところは毎

年いささかも後退するものではございませんので

御理解をいただきたいと思います。

また、子供たちに、学力の問題もさることなが

ら夢を持つとか、あるいは希望を持たせる社会づ

くりというのが必要であるというふうに思います

し、また私たち大人の姿勢や社会システム、政治

の責任もあるというふうに思うがどうかというこ

とでございますが、まさにそのとおりだと思いま

す。

特に最近、政治家が近隣でも不祥事を起こして

おりまして、大変遺憾でありますとともに残念で

あるというふうに思っております。まず、私も含

めて政治家がみずからのきちっとした倫理観のも

とに行動するということが、とりもなおさず子供

社会によい影響を与えるものというふうに思いま

す。また、大人社会全体としてもこれらについて
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はやはり一定子供の手本となるような立場でない

といけないというふうに思っておりますので、や

はり大人からまずきちっとこういう体制をつくる

という必要があろうかと存じます。

次に、介護保険の関係でございますけれども、

街かどデイハウス事業について昨年から要望して

いたけれどもどうかということでございますけれ

ども、これについては平成１２年度で一定の事業

を行うというふうに考えておりまして、一応平成

１２年度では２カ所程度考えているところでござ

います。

御承知のように、この事業を行うにつきまして

はどうしても非営利団体の協力が必要というふう

に考えております。市内でも今ＮＰＯの取得を目

指して申請中の方々が１つございます。市として

も可能な限り支援をしてまいりたいというふうに

思いますし、そういう方々もこの街かどデイハウ

ス事業に参画をしていただけるというふうにもお

聞きをいたしておりますので、今後ともそういう

運営をしていただける方とあわせまして、市の方

の事業充実も図ってまいりたいと考えております。

それから、農業公園に関連して、今後の農業の

あり方、方向に影響を与えるものというふうにお

考えということでございますが、そのとおりかと

いうふうに思います。本市で初めて新しい農地を

開発して、そこに点在しております１つの花卉組

合の方々の集団移転をしていただいて、そして集

団営農、そして集団出荷を含めて事業の効率化を

図ろうというものでございます。

今ほぼ概成をいたしておりますので、１２年度

で分譲をしていくわけでございますが、この花卉

組合の皆さん方からも市の方に特に将来入植した

場合、施設園芸をする場合の助成についての要望

書もいただいております。市の方も１２年度予算

で構造改善事業の市の助成も含めて計上をいたし

ているところであります。こういう事業が泉南農

業の今後のあり方についてよい方向への影響力が

あるのではないかというふうに期待をいたしてお

ります。

また、観光農業公園の考えはどうかということ

でございますが、さきの質問者からも同様の御提

案をいただきました。農業を中心とした公園を整



備するわけでございますので、これらについては

やはり多くの皆さんに来ていただくということが

肝要というふうに思います。また、できるだけ多

くのリピーターも求めていかなければいけないと

いうことからすれば、常時魅力ある公園にしない

といけないというふうに思いますので、こういう

視点も十分踏まえて考えてまいりたいと存じてお

ります。

また、工業の問題で、今泉南市の抱えておりま

す現状をどのように認識しているかということで

ございますけれども、平成６年度では個人の小売

業商店数が４４８店ございましたが、平成９年度

では４２４店と２４店減少をいたしております。

また、工業の事業所におきましては、平成６年度

では２３８カ所ございましたが、平成９年度では

２１２カ所と２６の事業所が減少をいたしており

ます。中でも地場産業であります繊維工業につき

ましては２９の事業所が減少し、製造出荷額では

１５億５，９５４万円の減少となっておりまして、

非常に厳しい状況であると認識をいたしておりま

す。

本市では、これまでも融資制度の活用、中小企

業退職金共済制度の助成や新規創業者の支援相談、

各種制度のＰＲ、団体への補助、経営相談など関

係団体と連携を図り、支援に努めてきたところで

ございます。また、平成１１年度では国民生活金

融公庫の中小企業等経営改善資金を利子補給の対

象に追加をいたしました。平成１２年度につきま

しては、商工会と共催で府の補助制度であります

商工会等地域振興対策事業を活用し、工業の実態

調査の実施を予定いたしております。

また、先般新しく結成されました泉南特紡手袋

協同組合を初めとした関連組合の皆さんが通産省

に要望されまして、通産省本省と近畿通産局並び

に大阪府の工業課がこの泉南市を視察をいただき

まして、実際特紡手袋の工場の視察、そして休止

している機械等の状況視察をいただきまして、そ

の後意見交換会をいたしました。私もそこに出席

をさせていただきまして、地場産業の皆さんから

の熱い御要望をお聞きしましたのとともに、国・

府に対しまして地場産業の苦しい状況を訴え、そ

して国・府としてやれる対策について強く要望を

－５１－

いたしたところでございます。

また、地元の手袋は、リサイクル手袋という形

で資源循環社会の一端を担っていただいておりま

す、またエコマークもいただいておりますので、

国並びに大阪府に対しましてもこのエコマークの

商品を使っていただけるよう強く働きかけをした

ところでございます。

次に、市民参加のまちづくりについての中の入

札制度についてでございますけども、ことし１月

から入札価格の上限、下限の事前公表をいたしま

して、先般この２カ月ではございますが、傾向を

御報告さしていただいたところでございます。そ

れによりますと、以前よりも入札の平均落札率が

少し高いようになっております。このことについ

ては現在そういう状況ではございますが、まだ２

カ月ということでございますので、１年間の試行

ということで取り組みをいたしたところでござい

ますので、今後とも統計をとりながらこれらの効

果的な運用、あるいは効果がどの程度あったかと

いうことを検証しながら、改善すべきは改善もし

てまいりたいと考えております。

それから、情報公開条例の施行に伴って、他市

において既に情報公開が施行されているところの

実態についてはどうかということでございますが、

何市かお問い合わせもしたところでございますが、

施行後についてはこの開示を求める請求というの

は余り多くないというふうにお聞きをいたしてお

りますが、本市においては４月から施行というこ

とでございますので、これらの統計もとっていき

たいというふうに思います。また、先ほどの質問

者にもお答えしましたように、ただ単に公開する

だけではなくて、みずからも出向いての伝市メー

ル講座も開設を予定いたしておりますので、声に

よる情報の公開もあわせて行ってまいりたいと考

えております。

それから、今後の第４次総合計画を策定するに

当たって、この泉南の風土を生かしたまちづくり

もひとつ取り入れていく必要があるのではないか

というふうな御提案でございますが、まさにその

とおりかというふうに思います。私もこの泉南の

自然状況を十分踏まえてのまちづくりという形で、

「水・緑・夢あふれる生活創造都市」の実現を目



指しているところでございまして、そういう歴史

的な風土も生かしたまちづくりに取り組めるよう

な第４次総合計画にしてまいりたいと考えており

ます。

最後に、巴里議員が一番熱心に取り組んでおら

れます広域行政について御答弁を申し上げます。

今、国においてもこの広域行政の推進というの

が大きな課題となっておりまして、特に市町村合

併の推進ということが国の方でも進められており

まして、今現在大阪府においては国からの要請も

含めまして、この１２年度に府内の１つの合併に

対する指針というものを取りまとめるというふう

に聞いておりまして、現在アンケート調査を実施

しているというふうに聞いております。大阪府下

約１万８，０００名の皆さんにアンケートをとって、

その状況も把握をしたいというふうにお聞きをし

ております。

大阪府におきましては、１１年度につきまして

は府内市町村の地域特性や住民意識などに関する

基礎調査等を行うと。アンケートもそうでござい

ます。そして、１２年度におきましては、市町村

の合併のパターンも含めて取りまとめをするとい

うふうに聞いております。

また一方、御指摘ありました泉南地域広域行政

圏の中におきましても、この広域行政ということ

が大きな柱になってございまして、今回それの圏

計画の見直しを今現在とり行っております。その

中でこちらもアンケート調査をいたしまして、広

域行政についての一定の回答をいただいておりま

す。その中では、合併を目指すべきであるという

のが約２６％、そして一度に合併に行くのではな

しに、お互いに協力した中で広域行政を進めるべ

きであると。いわゆるどちらかといいますと広域

連合型の御意見が約３７％あったというふうに聞

いております。ですから、そういうことから踏ま

えますと、両方足しますと五、六十％以上の方々

がやはり広域行政は必要という認識を持っておら

れるというふうに思います。

私自身も、広域行政あるいは将来の合併という

ものについては避けて通れない課題というふうに

思っております。したがって、近隣市町ともフラ

ンクに意見交換もしているところでございます。

－５２－

これにはやはり地域の市民、町民の皆さんの意識

醸成が必要かというふうに思います。住民発議が

できる制度となっておりますので、こういう活動

も含めて今後とも広域行政については積極的な対

応をしてまいりたいと考えております。

○副議長（角谷英男君） 巴里議員。あと２分でご

ざいます。

○２５番（巴里英一君） 私が多岐にわたって全体

的にやりましたので、答弁の方も全体的に御丁寧

にいただきました。ポイントを絞っていただきま

したけども、なかなか質問者の方が悪いのか時間

が少ないのかということもありまして、申しわけ

ないです。

それでは、特に合併を考えていく上において、

日本の今後の国の方向そのものが世界的な中で位

置づけが決まっていくんじゃないかなと。その結

果、現行の都道府県の制度がいわゆる二重構造を

崩壊さしていくというのか、そういうところに行

かざるを得ないというふうに思います。

数字はたくさんありますけれども、ちなみに東

京の今年度予算が５兆９，８８０億、約６兆ですね。

日本で一番少ないところは、鳥取県が４，６００億

円ですよ。人口が鳥取県は６０万。ということは

１人頭で勘定したら、東京は１，２００何ぼありま

すから、額でいうたら倍なんですね。東京が半分

で、逆に鳥取が倍。こういう形に、約１００万で

すか、数字的に間違っておったら訂正しますが。

そういうアンバランスな予算の内容になっている

わけですね。

これを見ても、やっぱり合併ということはもう

避けて通れないとおっしゃるとおりで、このこと

は何も市民の協議申請しなくたって、これは首長

同士が行われてもいいんじゃないかなと思うし、

河内などで市長会の方が集まったら、河内市、北

摂市というのか、簡単に言うたら、そして泉州市

みたいな形でやらなしゃあない時代が来たんと違

うかと冗談みたいに言ってるという話があります

けども、私は冗談じゃなくして、そうして地方分

権というもののきちっと受け皿をつくって、そし

ていわゆる課税権の移譲も含めてやることによっ

て地方財政が変わっていく、あるいは地方そのも

のが変わっていく、そういう社会をつくらない限



りちょっと無理と違うかなと、このことが財政を

生み得る最大の基礎になるのと違うかというふう

に思ってます。

時間がございません。御丁寧にいただきまして、

またこの件については改めて違う部分できちっと

し直そうかなと思ってますので、例えばこれから

大変な行政運営を強いられると思いますけども、

ぜひともこういった方針に基づいた形で、なおよ

りよき行政をしていただくことをお願い申し上げ

て質問にかえます。ありがとうございました。

○副議長（角谷英男君） 以上で巴里議員の質問を

終結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明７日午前１０時から本会議を継続

開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○副議長（角谷英男君） 異議なしと認めます。よ

って、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明７日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日は、これをもって延会といたします。御苦

労さまでした。

午後４時３５分 延会

（了）

－５３－

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 嶋 本 五 男

大阪府泉南市議会議員 上 野 健 二

大阪府泉南市議会議員 重 里 勉


